
専修学校各種学校　団体保険制度

2022年度ガイドブック（追補版）

－正誤表－

「専修学校各種学校　団体保険制度　2022年度ガイドブック」
（2022年4月以降始期用）の記載に誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに、本冊子のとおり訂正させて
いただきます。
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1

No ページ 箇所 誤 正 補足

1 全体 表紙以降の冊子内表記 個人情報漏えい保険 情報漏えい保険 当該補償は個人情報だけでなく、法人情報も
補償対象となるため、名称について読替をお
願いいたします。

2 P2 学校の保険
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
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傷害事故補償・賠償事故補償がセットになった保険です！

Ⅰ 学生・生徒災害傷害保険 詳しくはP4へ

1 傷害事故補償
2 賠償事故補償

通学中の事故が心配…
通学中等傷害危険担保特約  傷害 賠償

臨床実習がある場合に…
感染予防費用補償特約  傷害

インターンシップ実施校におすすめ！

Ⅲ インターンシップ活動賠償責任保険 詳しくはP8へ

24時間補償

Ⅱ 留学生補償保険 詳しくはP6へ

！
国民健康保険に加入している留学生を対象としています。
国民健康保険に未加入の方は「留学生補償保険」にご加入い
ただけませんので、ご注意ください。

基本タイプ
⃝傷害補償　⃝個人賠償責任　⃝救援者費用等
拡充タイプ 　
�※基本タイプの補償に加え、以下の補償が追加となります。
⃝借家人賠償責任　〈特約部分〉⃝医療費用補償特約

医療分野関連学校におすすめ！

Ⅳ 医療分野学生生徒賠償責任保険 詳しくはP9へ

学校で起こる様々なトラブルに対応します！

Ⅴ 学校施設賠償責任保険 詳しくはP11へ

補償内容
学校施設の所有・使用・管理に起因する事故、学校が主
体となって行う活動に起因して発生した対人・対物事故
について補償します。

　�施設・建物や教育活動等が原因で発生し
た事故を補償します。
　�基本タイプに加えて、他人からの預かり
物（衣類、ペット、機械等）についての
損害も補償いたします。

さらに学校ならではのトラブルに対応します！

Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 詳しくはP12へ  
補償内容
Ⅴ学校賠償責任保険の補償内容に加え、いじめ・体罰、
ハラスメント等、対人・対物以外の学校事故について補
償します。

サイバー攻撃を受けた場合、被害者であるにもかかわらず、 
原因調査費用等の負担が発生する可能性があります。

Ⅶ  個人情報漏えい保険・ 
サイバーリスク保険 詳しくはP14へ

補償内容
個人情報漏えい保険

①賠償責任部分
情報の漏えいまたはそのおそれに
ついて、学校が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る
損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用部分
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

サイバーリスク保険
サイバー攻撃確定前（疑い
段階）から補償！
①損害賠償責任に関する補償
自社コンピュータシステムの所
有・使用・管理に関する不備等
に起因して発生した他人の事業
の休止・阻害や情報漏えい等の
事由について、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用に関する補償
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

基本タイプ

拡充タイプ

全国1,600校が採用！

「学生・生徒災害傷害保険」は、昭和56年から、専修学
校及び各種学校生徒の教育活動中の不慮の災害事故に対す
る全国的な補償救済制度として、一般財団法人職業教育・
キャリア教育財団と損害保険会社3社との契約により実施
されております。

その内容は、学校の正規の教育活動中の災害、学校施設

内における災害、学校行事参加中の事故、課外活動中の事
故が補償の範囲とされており、専修学校・各種学校教育の
円滑に資するところが大きい制度であります。

この保険制度の発展が望まれます。
2022年4月

文部科学省　総合教育政策局長　善本 博司

のためののための保険保険のためののための保険保険

オンライン授業中※1も
しっかり補償します！

※1  学校授業の代替としてラ
イブ配信型且つ受講履歴
が確認できる授業形態

学生・生徒学生・生徒  の保険の保険

学校学校  の保険の保険

学生・生徒学生・生徒 学校学校
2021年度より「学校賠償責任保険」を

「学校施設賠償責任保険」と「学校教育
活動賠償責任保険」に変更いたしました。
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傷害事故補償・賠償事故補償がセットになった保険です！

Ⅰ 学生・生徒災害傷害保険 詳しくはP4へ

1 傷害事故補償
2 賠償事故補償

通学中の事故が心配…
通学中等傷害危険担保特約  傷害 賠償

臨床実習がある場合に…
感染予防費用補償特約  傷害

インターンシップ実施校におすすめ！

Ⅲ インターンシップ活動賠償責任保険 詳しくはP8へ

24時間補償

Ⅱ 留学生補償保険 詳しくはP6へ

！
国民健康保険に加入している留学生を対象としています。
国民健康保険に未加入の方は「留学生補償保険」にご加入い
ただけませんので、ご注意ください。

基本タイプ
⃝傷害補償　⃝個人賠償責任　⃝救援者費用等
拡充タイプ 　
�※基本タイプの補償に加え、以下の補償が追加となります。
⃝借家人賠償責任　〈特約部分〉⃝医療費用補償特約

医療分野関連学校におすすめ！

Ⅳ 医療分野学生生徒賠償責任保険 詳しくはP9へ

学校で起こる様々なトラブルに対応します！

Ⅴ 学校施設賠償責任保険 詳しくはP11へ

補償内容
学校施設の所有・使用・管理に起因する事故、学校が主
体となって行う活動に起因して発生した対人・対物事故
について補償します。

　�施設・建物や教育活動等が原因で発生し
た事故を補償します。
　�基本タイプに加えて、他人からの預かり
物（衣類、ペット、機械等）についての
損害も補償いたします。

さらに学校ならではのトラブルに対応します！

Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 詳しくはP12へ  
補償内容
Ⅴ学校施設賠償責任保険の補償内容に加え、いじめ・体
罰、ハラスメント等、対人・対物以外の学校事故につい
て補償します。

サイバー攻撃を受けた場合、被害者であるにもかかわらず、 
原因調査費用等の負担が発生する可能性があります。

Ⅶ  個人情報漏えい保険・ 
サイバーリスク保険 詳しくはP14へ

補償内容
個人情報漏えい保険

①賠償責任部分
情報の漏えいまたはそのおそれに
ついて、学校が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る
損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用部分
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

サイバーリスク保険
サイバー攻撃確定前（疑い
段階）から補償！
①損害賠償責任に関する補償
自社コンピュータシステムの所
有・使用・管理に関する不備等
に起因して発生した他人の事業
の休止・阻害や情報漏えい等の
事由について、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用に関する補償
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

基本タイプ

拡充タイプ

全国1,600校が採用！

「学生・生徒災害傷害保険」は、昭和56年から、専修学
校及び各種学校生徒の教育活動中の不慮の災害事故に対す
る全国的な補償救済制度として、一般財団法人職業教育・
キャリア教育財団と損害保険会社3社との契約により実施
されております。

その内容は、学校の正規の教育活動中の災害、学校施設

内における災害、学校行事参加中の事故、課外活動中の事
故が補償の範囲とされており、専修学校・各種学校教育の
円滑に資するところが大きい制度であります。

この保険制度の発展が望まれます。
2022年4月

文部科学省　総合教育政策局長　善本 博司

のためののための保険保険のためののための保険保険

オンライン授業中※1も
しっかり補償します！

※1  学校授業の代替としてラ
イブ配信型且つ受講履歴
が確認できる授業形態

学生・生徒学生・生徒  の保険の保険

学校学校  の保険の保険

学生・生徒学生・生徒 学校学校
2021年度より「学校賠償責任保険」を

「学校施設賠償責任保険」と「学校教育
活動賠償責任保険」に変更いたしました。

3 P11 Ⅴ 学校施設賠償責任保険
2.補償内容

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
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Ⅴ 学校施設賠償責任保険 
施設賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

基本タイプ
●施設賠償責任保険
学校が教育活動のために日本国内において、所有・使用・管理する施設や、学校が主体となって日本国内で行う活動に起因して学生生徒または
他人の身体・生命を害し、または財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※被保険者が所有・使用・管理する財物等の受託品に対する賠償責任は対象外となります。

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
基本タイプの施設賠償責任保険の補償に加え、他人から預かった財物（衣類、機械、ペット等）についての損壊、紛失、盗取また
は搾取を追加で補償いたします。

3．補償額と保険料、保険期間
（1）補償額

賠償リスクの種類 事例・備考 基本タイプ 拡充タイプ 支払限度額 免責金額

対人事故 他人の身体の障害 ○ ○ 1名につき 5,000万円
1事故につき 5億円 1事故につき　1万円

対物事故 他人の財物の損壊 ○ ○ 1事故につき 500万円
受託物に関する事故 預かりものに対する損壊等 × ○ 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

（2）保険料
保険補償開始日

保険料（生徒1名につき）
保険終期

基本タイプ 拡充タイプ
 4月1日 ～ 4月30日 42円 62円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 38円 58円
 6月1日 ～ 6月30日 35円 55円
 7月1日 ～ 7月31日 31円 51円
 8月1日 ～ 8月31日 28円 38円
 9月1日 ～ 9月30日 25円 35円
 10月1日 ～ 10月31日 21円 31円
 11月1日 ～ 11月30日 18円 28円
 12月1日以降～ 3月31日 14円 24円
※拡充タイプの保険料には、基本タイプの保険料が含まれています。

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。

※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅴ 学校施設賠償責任保険  基本タイプ の場合：1名につき 42円 ×300人＝ 12,600円
 拡充タイプ の場合：1名につき 62円 ×300人＝	 18,600円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P16へ進んでください

－11－

20220218_10398965_01_1353

Ⅴ 学校施設賠償責任保険 
施設賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

基本タイプ
●施設賠償責任保険
学校が教育活動のために日本国内において、所有・使用・管理する施設や、学校が主体となって日本国内で行う活動に起因して学生生徒または
他人の身体・生命を害し、または財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※被保険者が所有・使用・管理する財物等の受託品に対する賠償責任は対象外となります。

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
基本タイプの施設賠償責任保険の補償に加え、他人から預かった財物（衣類、機械、ペット等）の損壊、紛失、盗取または詐取につ
いて、被保険者がその財物の正当な権利者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を追加で補償いたします。

3．補償額と保険料、保険期間
（1）補償額

賠償リスクの種類 事例・備考 基本タイプ 拡充タイプ 支払限度額 免責金額

対人事故 他人の身体の障害 ○ ○ 1名につき 5,000万円
1事故につき 5億円 1事故につき　1万円

対物事故 他人の財物の損壊 ○ ○ 1事故につき 500万円
受託物に関する事故 預かりものに対する損壊等 × ○ 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

（2）保険料
保険補償開始日

保険料（生徒1名につき）
保険終期

基本タイプ 拡充タイプ
 4月1日 ～ 4月30日 42円 62円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 38円 58円
 6月1日 ～ 6月30日 35円 55円
 7月1日 ～ 7月31日 31円 51円
 8月1日 ～ 8月31日 28円 38円
 9月1日 ～ 9月30日 25円 35円
 10月1日 ～ 10月31日 21円 31円
 11月1日 ～ 11月30日 18円 28円
 12月1日以降～ 3月31日 14円 24円
※拡充タイプの保険料には、基本タイプの保険料が含まれています。

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。

※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅴ 学校施設賠償責任保険  基本タイプ の場合：1名につき 42円 ×300人＝ 12,600円
 拡充タイプ の場合：1名につき 62円 ×300人＝	 18,600円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P18へ進んでください

4 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　
●学校教育活動賠償責任保険
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

5 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

6 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●事故対応費用担保特約
・コンサルティング費用
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

7 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

下部表
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

表全体を訂正いたします。
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No ページ 箇所 誤 正 補足

1 全体 表紙以降の冊子内表記 個人情報漏えい保険 情報漏えい保険 当該補償は個人情報だけでなく、法人情報も
補償対象となるため、名称について読替をお
願いいたします。

2 P2 学校の保険
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険

－2－

20220105_10394909_08_1364

傷害事故補償・賠償事故補償がセットになった保険です！

Ⅰ 学生・生徒災害傷害保険 詳しくはP4へ

1 傷害事故補償
2 賠償事故補償

通学中の事故が心配…
通学中等傷害危険担保特約  傷害 賠償

臨床実習がある場合に…
感染予防費用補償特約  傷害

インターンシップ実施校におすすめ！

Ⅲ インターンシップ活動賠償責任保険 詳しくはP8へ

24時間補償

Ⅱ 留学生補償保険 詳しくはP6へ

！
国民健康保険に加入している留学生を対象としています。
国民健康保険に未加入の方は「留学生補償保険」にご加入い
ただけませんので、ご注意ください。

基本タイプ
⃝傷害補償　⃝個人賠償責任　⃝救援者費用等
拡充タイプ 　
�※基本タイプの補償に加え、以下の補償が追加となります。
⃝借家人賠償責任　〈特約部分〉⃝医療費用補償特約

医療分野関連学校におすすめ！

Ⅳ 医療分野学生生徒賠償責任保険 詳しくはP9へ

学校で起こる様々なトラブルに対応します！

Ⅴ 学校施設賠償責任保険 詳しくはP11へ

補償内容
学校施設の所有・使用・管理に起因する事故、学校が主
体となって行う活動に起因して発生した対人・対物事故
について補償します。

　�施設・建物や教育活動等が原因で発生し
た事故を補償します。
　�基本タイプに加えて、他人からの預かり
物（衣類、ペット、機械等）についての
損害も補償いたします。

さらに学校ならではのトラブルに対応します！

Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 詳しくはP12へ  
補償内容
Ⅴ学校賠償責任保険の補償内容に加え、いじめ・体罰、
ハラスメント等、対人・対物以外の学校事故について補
償します。

サイバー攻撃を受けた場合、被害者であるにもかかわらず、 
原因調査費用等の負担が発生する可能性があります。

Ⅶ  個人情報漏えい保険・ 
サイバーリスク保険 詳しくはP14へ

補償内容
個人情報漏えい保険

①賠償責任部分
情報の漏えいまたはそのおそれに
ついて、学校が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る
損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用部分
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

サイバーリスク保険
サイバー攻撃確定前（疑い
段階）から補償！
①損害賠償責任に関する補償
自社コンピュータシステムの所
有・使用・管理に関する不備等
に起因して発生した他人の事業
の休止・阻害や情報漏えい等の
事由について、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用に関する補償
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

基本タイプ

拡充タイプ

全国1,600校が採用！

「学生・生徒災害傷害保険」は、昭和56年から、専修学
校及び各種学校生徒の教育活動中の不慮の災害事故に対す
る全国的な補償救済制度として、一般財団法人職業教育・
キャリア教育財団と損害保険会社3社との契約により実施
されております。

その内容は、学校の正規の教育活動中の災害、学校施設

内における災害、学校行事参加中の事故、課外活動中の事
故が補償の範囲とされており、専修学校・各種学校教育の
円滑に資するところが大きい制度であります。

この保険制度の発展が望まれます。
2022年4月

文部科学省　総合教育政策局長　善本 博司

のためののための保険保険のためののための保険保険

オンライン授業中※1も
しっかり補償します！

※1  学校授業の代替としてラ
イブ配信型且つ受講履歴
が確認できる授業形態

学生・生徒学生・生徒  の保険の保険

学校学校  の保険の保険

学生・生徒学生・生徒 学校学校
2021年度より「学校賠償責任保険」を

「学校施設賠償責任保険」と「学校教育
活動賠償責任保険」に変更いたしました。
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傷害事故補償・賠償事故補償がセットになった保険です！

Ⅰ 学生・生徒災害傷害保険 詳しくはP4へ

1 傷害事故補償
2 賠償事故補償

通学中の事故が心配…
通学中等傷害危険担保特約  傷害 賠償

臨床実習がある場合に…
感染予防費用補償特約  傷害

インターンシップ実施校におすすめ！

Ⅲ インターンシップ活動賠償責任保険 詳しくはP8へ

24時間補償

Ⅱ 留学生補償保険 詳しくはP6へ

！
国民健康保険に加入している留学生を対象としています。
国民健康保険に未加入の方は「留学生補償保険」にご加入い
ただけませんので、ご注意ください。

基本タイプ
⃝傷害補償　⃝個人賠償責任　⃝救援者費用等
拡充タイプ 　
�※基本タイプの補償に加え、以下の補償が追加となります。
⃝借家人賠償責任　〈特約部分〉⃝医療費用補償特約

医療分野関連学校におすすめ！

Ⅳ 医療分野学生生徒賠償責任保険 詳しくはP9へ

学校で起こる様々なトラブルに対応します！

Ⅴ 学校施設賠償責任保険 詳しくはP11へ

補償内容
学校施設の所有・使用・管理に起因する事故、学校が主
体となって行う活動に起因して発生した対人・対物事故
について補償します。

　�施設・建物や教育活動等が原因で発生し
た事故を補償します。
　�基本タイプに加えて、他人からの預かり
物（衣類、ペット、機械等）についての
損害も補償いたします。

さらに学校ならではのトラブルに対応します！

Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 詳しくはP12へ  
補償内容
Ⅴ学校施設賠償責任保険の補償内容に加え、いじめ・体
罰、ハラスメント等、対人・対物以外の学校事故につい
て補償します。

サイバー攻撃を受けた場合、被害者であるにもかかわらず、 
原因調査費用等の負担が発生する可能性があります。

Ⅶ  個人情報漏えい保険・ 
サイバーリスク保険 詳しくはP14へ

補償内容
個人情報漏えい保険

①賠償責任部分
情報の漏えいまたはそのおそれに
ついて、学校が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る
損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用部分
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

サイバーリスク保険
サイバー攻撃確定前（疑い
段階）から補償！
①損害賠償責任に関する補償
自社コンピュータシステムの所
有・使用・管理に関する不備等
に起因して発生した他人の事業
の休止・阻害や情報漏えい等の
事由について、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害を補償します。
②サイバーセキュリティ事故
対応費用に関する補償
情報漏えいまたはそのおそれ
や、サイバー攻撃に起因して一
定期間内に生じたサーバー攻撃
対応費用・再発防止費用等や訴
訟対応費用を補償します。

基本タイプ

拡充タイプ

全国1,600校が採用！

「学生・生徒災害傷害保険」は、昭和56年から、専修学
校及び各種学校生徒の教育活動中の不慮の災害事故に対す
る全国的な補償救済制度として、一般財団法人職業教育・
キャリア教育財団と損害保険会社3社との契約により実施
されております。

その内容は、学校の正規の教育活動中の災害、学校施設

内における災害、学校行事参加中の事故、課外活動中の事
故が補償の範囲とされており、専修学校・各種学校教育の
円滑に資するところが大きい制度であります。

この保険制度の発展が望まれます。
2022年4月

文部科学省　総合教育政策局長　善本 博司

のためののための保険保険のためののための保険保険

オンライン授業中※1も
しっかり補償します！

※1  学校授業の代替としてラ
イブ配信型且つ受講履歴
が確認できる授業形態

学生・生徒学生・生徒  の保険の保険

学校学校  の保険の保険

学生・生徒学生・生徒 学校学校
2021年度より「学校賠償責任保険」を

「学校施設賠償責任保険」と「学校教育
活動賠償責任保険」に変更いたしました。

3 P11 Ⅴ 学校施設賠償責任保険
2.補償内容

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
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Ⅴ 学校施設賠償責任保険 
施設賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

基本タイプ
●施設賠償責任保険
学校が教育活動のために日本国内において、所有・使用・管理する施設や、学校が主体となって日本国内で行う活動に起因して学生生徒または
他人の身体・生命を害し、または財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※被保険者が所有・使用・管理する財物等の受託品に対する賠償責任は対象外となります。

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
基本タイプの施設賠償責任保険の補償に加え、他人から預かった財物（衣類、機械、ペット等）についての損壊、紛失、盗取また
は搾取を追加で補償いたします。

3．補償額と保険料、保険期間
（1）補償額

賠償リスクの種類 事例・備考 基本タイプ 拡充タイプ 支払限度額 免責金額

対人事故 他人の身体の障害 ○ ○ 1名につき 5,000万円
1事故につき 5億円 1事故につき　1万円

対物事故 他人の財物の損壊 ○ ○ 1事故につき 500万円
受託物に関する事故 預かりものに対する損壊等 × ○ 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

（2）保険料
保険補償開始日

保険料（生徒1名につき）
保険終期

基本タイプ 拡充タイプ
 4月1日 ～ 4月30日 42円 62円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 38円 58円
 6月1日 ～ 6月30日 35円 55円
 7月1日 ～ 7月31日 31円 51円
 8月1日 ～ 8月31日 28円 38円
 9月1日 ～ 9月30日 25円 35円
 10月1日 ～ 10月31日 21円 31円
 11月1日 ～ 11月30日 18円 28円
 12月1日以降～ 3月31日 14円 24円
※拡充タイプの保険料には、基本タイプの保険料が含まれています。

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。

※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅴ 学校施設賠償責任保険  基本タイプ の場合：1名につき 42円 ×300人＝ 12,600円
 拡充タイプ の場合：1名につき 62円 ×300人＝	 18,600円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P16へ進んでください
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Ⅴ 学校施設賠償責任保険 
施設賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

基本タイプ
●施設賠償責任保険
学校が教育活動のために日本国内において、所有・使用・管理する施設や、学校が主体となって日本国内で行う活動に起因して学生生徒または
他人の身体・生命を害し、または財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※被保険者が所有・使用・管理する財物等の受託品に対する賠償責任は対象外となります。

拡充タイプ
●施設賠償責任保険
基本タイプの施設賠償責任保険の補償に加え、他人から預かった財物（衣類、機械、ペット等）の損壊、紛失、盗取または詐取につ
いて、被保険者がその財物の正当な権利者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を追加で補償いたします。

3．補償額と保険料、保険期間
（1）補償額

賠償リスクの種類 事例・備考 基本タイプ 拡充タイプ 支払限度額 免責金額

対人事故 他人の身体の障害 ○ ○ 1名につき 5,000万円
1事故につき 5億円 1事故につき　1万円

対物事故 他人の財物の損壊 ○ ○ 1事故につき 500万円
受託物に関する事故 預かりものに対する損壊等 × ○ 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

（2）保険料
保険補償開始日

保険料（生徒1名につき）
保険終期

基本タイプ 拡充タイプ
 4月1日 ～ 4月30日 42円 62円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 38円 58円
 6月1日 ～ 6月30日 35円 55円
 7月1日 ～ 7月31日 31円 51円
 8月1日 ～ 8月31日 28円 38円
 9月1日 ～ 9月30日 25円 35円
 10月1日 ～ 10月31日 21円 31円
 11月1日 ～ 11月30日 18円 28円
 12月1日以降～ 3月31日 14円 24円
※拡充タイプの保険料には、基本タイプの保険料が含まれています。

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。

※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅴ 学校施設賠償責任保険  基本タイプ の場合：1名につき 42円 ×300人＝ 12,600円
 拡充タイプ の場合：1名につき 62円 ×300人＝	 18,600円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P18へ進んでください

4 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　
●学校教育活動賠償責任保険
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

5 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

6 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

●事故対応費用担保特約
・コンサルティング費用
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用
⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）
※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

7 P12 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
2.補償内容

下部表
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP29をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動賠償責任保険では、学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任保険を負担する
ことによって被る損害を補償します。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内
において提起された場合に、応訴のために必要となる事故原因
の調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所に提出する
文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生した他人の身体の
障害である場合に、記名被保険者（学校法人）が、引受保険会社
が事前に承認したコンサルティング業者から再発防止対策につ
いての支援、指導または助言を得るために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報の漏洩によるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○
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Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、上記加入対象校のうち加入学校（記名被保険者）およびその
役員、教職員となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP31をご確認ください

●施設賠償責任保険（拡充タイプ）　●学校教育活動賠償責任保険
拡充タイプの学校施設賠償責任保険の補償に加え、学校教育活動賠償責任保険が付帯されます。
学校教育活動の遂行または侵害行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、侵害行為に起因する損害賠償請求には、次の請求を含み
ます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
・地位確認等の請求
・賃金等の支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
また、学校教育活動賠償責任保険にセットされる下記特約により、被保険者が負担する下記費用を補償します。

〈学校教育活動賠償責任保険に付帯される特約部分の補償〉
⃝事故対応費用担保特約
・訴訟対応費用
この保険の対象となる事故に起因して被保険者に対する損害
賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のた
めに必要となる事故原因の調査費用や意見書作成費用または
相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当
と認められる費用
・初期対応費用
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が
負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵害行為、いじめ、
体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見
舞金、見舞品購入費用、入学試験に関する事務の過誤について
被害者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等の社会
通念上妥当と認められる費用
・コンサルティング費用
この保険の対象となる事故が侵害行為、いじめまたは体罰によ
り発生した他人の身体の障害である場合に、記名被保険者（学
校法人）が、引受保険会社が事前に承認したコンサルティング
業者から再発防止対策についての支援、指導または助言を得る
ために要した費用
（ただし、事故が発生した時からその翌日以降180日が経過す
るまでの期間に支出した費用に限ります。）

⃝災害被災者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者または学
校施設外で学校教育活動中の学生等が、火災、落雷、台風等の
所定の災害により保険期間中に死亡または後遺障害を被った
際、被保険者がその被災者への対応を行うために負担した被災
者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の親族等が被災
者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥
当と認められる費用

⃝犯罪被害者対応費用担保特約※

学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者等が、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、保険期間中に身
体の障害を被り、または不当な身体の拘束を受けた際、被保険
者がその被害者への対応を行うために負担した被害者等に対
する見舞金・見舞品購入費用、被害者の親族等が被害者の収容
先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会通念上妥当と認め
られる費用（警察署への被害届が必要となります。）

※�災害被災者対応費用担保特約・犯罪被害者対応費用担保特約に
ついては、被保険者がその事故について法律上の賠償責任を負
う場合はお支払いの対象外となります。

賠償リスクの種類 事例・備考 学校教育活動賠償責任保険

施設賠償
責任保険

対人事故 他人の身体の障害 ○

対物事故 他人の財物の損壊 ○

受託物に関する事故 受託物の損害、紛失、盗難 ○

学校教育
活動賠償
責任保険

対
人
・
対
物
事
故
以
外

人格権侵害 他人の自由、名誉、プライバシーの侵害 ○
（情報漏えいまたはそのおそれによるものは免責）

事務ミス 出題、採点ミスまたは書類作成ミス ○

いじめ・体罰 いじめに対する対応の不備
体罰に関する保護者とのトラブル ○

ハラスメント 学生に対するセクシュアルハラスメント
研究室におけるアカデミックハラスメント ○

雇用関連リスク 採用・昇進・福利厚生・解雇を巡るトラブル
職場における教職員間のハラスメント ○

知的財産権侵害 学校ホームページのコンテンツの著作権を巡るトラブル ○

表全体を訂正いたします。
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8 P13 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
3.補償額と保険料、保険期間
（1）補償額
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3．補償額と保険料、保険期間

（1）補償額
支払限度額 免責金額

対人賠償 1名につき 5000万円
1事故につき 5億円 1事故につき 1万円

対物賠償 1事故につき 500万円

受託賠償 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

対人・対物以外事故 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

事故対応費用 1事故あたり 300万円※1 1事故あたり 10万円

災害被災者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※2 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

犯罪被害者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※3 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

※1� 初期対応費用のうち、身体の障害（侵害行為、いじめ、体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用は被害者1名につ
き10万円、入学試験に関する事務の過誤について被害者への謝罪のために支出する見舞品購入費用は被害者1名につき3万円が限度となります（1事故あた
りの支払限度額の内枠。）。

※2� 被災者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって支払限度額が設定されます（1事故・保険期間中の支
払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※3� 被害者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって支払限度額が設定されます（1事故・保険期間中の支
払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

（2）保険料
保険補償開始日 保険料（生徒1名につき） 保険終期

 4月1日 ～ 4月30日 823円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 819円

 6月1日 ～ 6月30日 816円

 7月1日 ～ 7月31日 812円

 8月1日 ～ 8月31日 809円

 9月1日 ～ 9月30日 806円

 10月1日 ～ 10月31日 802円

 11月1日 ～ 11月30日 799円

 12月1日以降～ 3月31日 795円

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 1名につき 823円 ×300人＝ 246,900円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P16へ進んでください

学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険
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3．補償額と保険料、保険期間

（1）補償額
支払限度額 免責金額

施設賠償
責任保険

対人賠償 1名につき 5000万円
1事故につき 5億円 1事故につき 1万円

対物賠償 1事故につき 500万円

受託賠償 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

学校教育
活動賠償
責任保険

基本契約 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

事故対応費用 1事故あたり 300万円※1 1事故あたり 10万円

追加被保険者補償 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

災害被災者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※2 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

犯罪被害者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※3 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

※1� 初期対応費用のうち、身体の障害（侵害行為、いじめ、体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用は被害者1名につ
き10万円、入学試験に関する事務の過誤について被害者への謝罪のために支出する見舞品購入費用は被害者1名につき3万円が限度となります（1事故あた
りの支払限度額の内枠。）。

※2� 被災者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって被災者1名あたりの支払限度額が設定されます（1事故・
保険期間中の支払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※3� 被害者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって被災者1名あたりの支払限度額が設定されます（1事故・
保険期間中の支払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

（2）保険料
保険補償開始日 保険料（生徒1名につき） 保険終期

 4月1日 ～ 4月30日 823円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 819円

 6月1日 ～ 6月30日 816円

 7月1日 ～ 7月31日 812円

 8月1日 ～ 8月31日 809円

 9月1日 ～ 9月30日 806円

 10月1日 ～ 10月31日 802円

 11月1日 ～ 11月30日 799円

 12月1日以降～ 3月31日 795円

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 1名につき 823円 ×300人＝ 246,900円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P18へ進んでください

学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険 表全体を訂正いたします。
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP30～33をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれについて、学校が法律上
の損害賠償責任を負担することによる損害を補償しま
す。保険金をお支払いする損害は以下のとおりです。
①法律上の損害賠償金　②争訟費用　③協力費用
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
個人情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償
等を補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

この保険で対象となる「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって次のい
ずれかに該当するものをいいます。
ア．�その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により特定の個人を識別することができるもの（氏
名のみの情報、他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することが出来る
情報を含みます。）

イ．�個人識別符号＊が含まれるもの
＊�マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金
番号、保険証番号、その他個人情報の保護に関する法
律に規定する個人識別符号

－15－

20220218_10398965_01_1353

個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

用語の意味 このガイドブックで使用する用語の意味は、次のとおりです。

コンピュータシステム

情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれ
らと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通
信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデー
タならびにクラウド上で運用されるものを含みます。

サイバー攻撃

記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使
用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯
罪行為（正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。）をい
い、次の行為を含みます。
ア.� コンピュータシステムへの不正アクセス
イ.� コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
ウ.� マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール（他
の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。）

エ.� コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、
またはそのデータを不正に入手する行為

事故対応期間
被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故（定義については、P14の＜セキュリティ
事故とは＞＜風評被害事故とは＞をご確認ください。）を発見した時から、その翌日以降1年
が経過するまでの期間をいいます。

情報の漏えい 個人情報、法人情報または、個人情報・法人情報以外の公表されていない情報の漏えいをい
います。

漏えい

次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に
情報を第三者に知らせる行為を除きます。
ア.� 個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと（知られたと判断できる合理的な理由が
ある場合を含みます。）

イ.� 法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと
ウ.� 個人情報・法人情報以外の公表されていない情報が、第三者（その情報によって識別さ
れる者がいる場合は、その者を除きます。）に知られたこと。

ITユーザ行為

記名被保険者の業務における次の行為をいいます。
ア.� コンピュータシステム（他人に使用させる目的のものを除きます。）の所有、使用または
管理

イ.� アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ（他人のために製造・販売
したものを除きます。）の提供（記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータ
システムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。）

人格権侵害 被保険者によって行われた文書または図画等による表示に起因して発生した他人の自由、名
誉、プライバシーまたは肖像権の侵害をいいます。
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP30～33をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれについて、学校が法律上
の損害賠償責任を負担することによる損害を補償しま
す。保険金をお支払いする損害は以下のとおりです。
①法律上の損害賠償金　②争訟費用　③協力費用
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
個人情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償
等を補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

この保険で対象となる「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって次のい
ずれかに該当するものをいいます。
ア．�その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により特定の個人を識別することができるもの（氏
名のみの情報、他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することが出来る
情報を含みます。）

イ．�個人識別符号＊が含まれるもの
＊�マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金
番号、保険証番号、その他個人情報の保護に関する法
律に規定する個人識別符号
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP32～35をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（IT業務不担保特約条項セット付帯））
自社コンピュータシステムの所有・使用・管理に関する
不備等に起因して発生した他人の事業の休止・阻害や情
報漏えい等の事由について、被保険者が法律上の損害賠
償責任を負担することによって被る損害を補償します。
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償等を
補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

11 P24 補償のあらまし
学生・生徒災害傷害保険
保険金をお支払いしない主な場合

（施設賠償責任保険）
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補償のあらまし
	⿎学生・生徒災害傷害保険
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

傷
　害

死亡保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に死亡された
場合（事故により直ちに死亡された場合を含
みます。）

死亡・後遺障害保険金額の100％（P4�2.1学生・生徒の傷
害事故補償1～ 3以外で学校施設内にいる間および4～ 6の
場合は、死亡・後遺障害保険金額の50％）をお支払いします。
※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障
害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払
いします。

※死亡・後遺障害保険金額は昼間部2,000万円、夜間部1,200
万円となります。また、死亡保険金受取人の指定のない場
合は法定相続人にお支払いします。

①保険契約者、被保険者（保険の対象となる方）や保険
金受取人の故意または重大な過失によるケガ
②けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
③無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転
をしている間に生じたケガ
④脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
⑤妊娠、出産、流産によるケガ
⑥外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを
治療する場合を除きます。）によるケガ
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
（注1）
⑧戦争、内乱、暴動等によるケガ
⑨核燃料物質の有害な特性等によるケガ（注2）
⑩自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフ
リー走行等を行っている間のケガ（注3）
⑪むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑫ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブス
レー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダ－搭乗等の危険な運動中のケガ（注3）
感染予防費用補償特約のみ
⑬感染症の治療費� など

（注1）ただし、学生生徒が、これらの自然事象の観測活
動に従事している間については、補償の対象となります。

（注2）ただし、学生生徒が、核燃料物質、それによって
汚染された物またはこれらを使用する装置を用いて行
う研究・実験活動に従事している間については、補償
の対象となります。

（注3）学生生徒が正課中、学校行事参加中および学校施
設内における放課後以外の休憩時間中に負ったケガに
ついては補償の対象となります。

後遺障害
保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に身体に後遺
障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の6％～
150％をお支払いします。
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して死亡・後遺
障害保険金額の150％が限度となります。

入院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、入院された場合

入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできま
せん。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故に
ついて180日が限度となります。
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複して
はお支払いできません。

手術保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、治療を目的
として、公的医療保険制度に基づく医科診療
報酬点数表により手術料の算定対象として列
挙されている手術＊1または先進医療＊2に
該当する所定の手術を受けられた場合

入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院
中以外の手術）の額をお支払いします。ただし、1事故につ
いて事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受け
た手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1
回の手術に限ります＊3。

通院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、通院（往診を含みます。）され
た場合

通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いでき
ません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故
について90日が限度となります。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院
保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお
支払いできません。

※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部
位の骨折等によりギプス等＊4を常時装着した日数につい
ても、「通院した日数」に含みます。

感染予防費用
補償特約

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、その直接の
結果として接触感染（病院または診療所等
の臨床実習が行われる施設内において、被保
険者が直接間接を問わず、感染症＊5の病原
体に予期せず接触すること）もしくは院内感
染（臨床実習を行った施設内で、感染症＊5
の病原体を保有する患者等が発見され、か
つその感染症が院内で蔓延した場合に、被保
険者が臨床実習を目的としてその施設内に滞
在し、かつ感染症の病原体に感染したこと。）
をし、かつ、事故の日からその日を含めて1
年以内にその接触感染および院内感染に対す
る感染症予防措置を受けた場合

保険期間を通じ、1事故につき30万円を限度に負担した費
用の実費をお支払します。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

施設賠償
責任保険

被保険者が日本国内において参加する正課・
実習・学校行事・課外活動その他学校管理
下における活動（※1）（※2）に起因して、
保険期間中に他人の身体または生命を害した
ことまたは他人の財物を損壊(滅失、破損ま
たは汚損)したことについて、被保険者が第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負担す
ることによって損害を被る場合

（※1）看護科、准看護科、助産師科、保健
婦科、歯科衛生士科、歯科技工士科、臨床
検査科、臨床工学科、診療放射線科、理学
療法科、作業療法科、言語聴覚療法科、薬
業科、柔道整復科、あん摩マッサージ指圧
科、はり科、きゅう科、視能訓練士科、東
洋医療科、介護福祉学科等の医療関連学科
に関する実習は含みません。

（※2）傷害保険に通学中等傷害危険担保特
約が付帯されている場合は、被保険者がそ
の住居と活動が実施される施設（複数の場
合はそれらの施設の間も含みます。）を合
理的な経路・方法（学校が禁止した経路・
方法を除きます。）で移動する間も含みま
す。ただし、一部の行為を除き、合理的な
経路を逸脱・中断したとき以降は対象とな
りませんのでご注意ください。

（１）次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あ
らかじめ引受保険会社の同意が必要です。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用
等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または
有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場
合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の
費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に
当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力す
るために支出した費用

（２）保険金のお支払方法
・上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。

・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険
金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用につい
て、①法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合
は、「支払限度額÷①法律上の損害賠償金」の割合によっ
て削減して保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染され
た物の有害な特性等に起因する損害
⑦汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害
および汚染浄化費用。ただし、賠償責任について、排
出等が不測かつ突発的かつ急激で所定の期間内に発見・
通知された場合は除きます。
⑧石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特
性に起因する損害
⑨医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許さ
れている場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・
供給、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられてい
る行為を、被保険者が行ったことに起因する損害（医療
関連実習中のこれらの事故については、別途医療分野学
生生徒賠償責任保険にご加入いただく必要があります。）
⑩日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提
起された損害賠償請求訴訟
⑪航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設
外にある船・車両（自転車等原動力がもっぱら人力に
よるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する損害
⑫被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、
その財物に対し、正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
⑬被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑭被保険者の占有を離れた商品・飲食物または被保険者の
占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑮活動後に、活動の結果に起因して発生した事故に起因
する損害� など

※学生・生徒災害傷害保険の傷害保険に通学中等傷害危険担保特約が付帯されている場合は、被保険者がその住居と活動が実施される施設（複数の場合はそれらの施設の間も含みます。）を合理的な経路・方
法（学校が禁止した経路・方法を除きます。）で移動する間も含みます。ただし、一部の行為を除き、合理的な経路を逸脱・中断したとき以降は対象となりませんのでご注意ください。
※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、日射または熱射による身体の障害を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性いずれかまたは
すべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
＊1� 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊2�「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに

限ります。）をいいます（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません（保
険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。）。

＊3� 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
＊4��ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
＊5� �感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項の感染症をいいます。
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補償のあらまし
	⿎学生・生徒災害傷害保険
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

傷
　害

死亡保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に死亡された
場合（事故により直ちに死亡された場合を含
みます。）

死亡・後遺障害保険金額の100％（P4�2.1学生・生徒の傷
害事故補償1～ 3以外で学校施設内にいる間および4～ 6の
場合は、死亡・後遺障害保険金額の50％）をお支払いします。
※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障
害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払
いします。
※死亡・後遺障害保険金額は昼間部2,000万円、夜間部1,200
万円となります。また、死亡保険金受取人の指定のない場
合は法定相続人にお支払いします。

①保険契約者、被保険者（保険の対象となる方）や保険
金受取人の故意または重大な過失によるケガ
②けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
③無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転
をしている間に生じたケガ
④脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
⑤妊娠、出産、流産によるケガ
⑥外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを
治療する場合を除きます。）によるケガ
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
（注1）
⑧戦争、内乱、暴動等によるケガ
⑨核燃料物質の有害な特性等によるケガ（注2）
⑩自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフ
リー走行等を行っている間のケガ（注3）
⑪むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑫ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブス
レー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダ－搭乗等の危険な運動中のケガ（注3）
感染予防費用補償特約のみ
⑬感染症の治療費� など

（注1）ただし、学生生徒が、これらの自然事象の観測活
動に従事している間については、補償の対象となります。

（注2）ただし、学生生徒が、核燃料物質、それによって
汚染された物またはこれらを使用する装置を用いて行
う研究・実験活動に従事している間については、補償
の対象となります。

（注3）学生生徒が正課中、学校行事参加中および学校施
設内における放課後以外の休憩時間中に負ったケガに
ついては補償の対象となります。

後遺障害
保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に身体に後遺
障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の6％～
150％をお支払いします。
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して死亡・後遺
障害保険金額の150％が限度となります。

入院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、入院された場合

入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできま
せん。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故に
ついて180日が限度となります。
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複して
はお支払いできません。

手術保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、治療を目的
として、公的医療保険制度に基づく医科診療
報酬点数表により手術料の算定対象として列
挙されている手術＊1または先進医療＊2に
該当する所定の手術を受けられた場合

入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院
中以外の手術）の額をお支払いします。ただし、1事故につ
いて事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受け
た手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1
回の手術に限ります＊3。

通院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、通院（往診を含みます。）され
た場合

通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いでき
ません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故
について90日が限度となります。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院
保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお
支払いできません。
※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部
位の骨折等によりギプス等＊4を常時装着した日数につい
ても、「通院した日数」に含みます。

感染予防費用
補償特約

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、その直接の
結果として接触感染（病院または診療所等
の臨床実習が行われる施設内において、被保
険者が直接間接を問わず、感染症＊5の病原
体に予期せず接触すること）もしくは院内感
染（臨床実習を行った施設内で、感染症＊5
の病原体を保有する患者等が発見され、か
つその感染症が院内で蔓延した場合に、被保
険者が臨床実習を目的としてその施設内に滞
在し、かつ感染症の病原体に感染したこと。）
をし、かつ、事故の日からその日を含めて1
年以内にその接触感染および院内感染に対す
る感染症予防措置を受けた場合

保険期間を通じ、1事故につき30万円を限度に負担した費
用の実費をお支払します。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

施設賠償
責任保険

被保険者が日本国内において参加する正課・
実習・学校行事・課外活動その他学校管理
下における活動（※1）（※2）に起因して、
保険期間中に他人の身体または生命を害した
ことまたは他人の財物を損壊(滅失、破損ま
たは汚損)したことについて、被保険者が第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負担す
ることによって損害を被る場合

（※1）看護科、准看護科、助産師科、保健
婦科、歯科衛生士科、歯科技工士科、臨床
検査科、臨床工学科、診療放射線科、理学
療法科、作業療法科、言語聴覚療法科、薬
業科、柔道整復科、あん摩マッサージ指圧
科、はり科、きゅう科、視能訓練士科、東
洋医療科、介護福祉学科等の医療関連学科
に関する実習は含みません。

（※2）傷害保険に通学中等傷害危険担保特
約が付帯されている場合は、被保険者がそ
の住居と活動が実施される施設（複数の場
合はそれらの施設の間も含みます。）を合
理的な経路・方法（学校が禁止した経路・
方法を除きます。）で移動する間も含みま
す。ただし、一部の行為を除き、合理的な
経路を逸脱・中断したとき以降は対象とな
りませんのでご注意ください。

（１）次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あ
らかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用
等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または
有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場
合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の
費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に
当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力す
るために支出した費用

（２）保険金のお支払方法
・上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。
・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険
金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用につい
て、①法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合
は、「支払限度額÷①法律上の損害賠償金」の割合によっ
て削減して保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染され
た物の有害な特性等に起因する損害
⑦汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害
および汚染浄化費用。ただし、賠償責任について、排
出等が不測かつ突発的かつ急激で所定の期間内に発見・
通知された場合は除きます。
⑧石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特
性に起因する損害
⑨医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許さ
れている場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・
供給、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられてい
る行為を、被保険者が行ったことに起因する損害（医療
関連実習中のこれらの事故については、別途医療分野学
生生徒賠償責任保険にご加入いただく必要があります。）
⑩日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提
起された損害賠償請求訴訟
⑪航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設
外にある船・車両（自転車等原動力がもっぱら人力に
よるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する損害
⑫被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、
その財物に対し、正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
⑬被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑭被保険者の占有を離れた商品・飲食物または被保険者の
占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑮活動後に、活動の結果に起因して発生した事故に起因
する損害
⑯サイバー攻撃� など

※学生・生徒災害傷害保険の傷害保険に通学中等傷害危険担保特約が付帯されている場合は、被保険者がその住居と活動が実施される施設（複数の場合はそれらの施設の間も含みます。）を合理的な経路・方
法（学校が禁止した経路・方法を除きます。）で移動する間も含みます。ただし、一部の行為を除き、合理的な経路を逸脱・中断したとき以降は対象となりませんのでご注意ください。

※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、日射または熱射による身体の障害を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性いずれかまたは
すべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

＊1� 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊2�「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに

限ります。）をいいます（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません（保
険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。）。

＊3� 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
＊4��ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
＊5� �感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項の感染症をいいます。
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インターンシップ活動賠償責任保険
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	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中にその活動に起因して他人の身体
または生命を害したことまたは他人の財
物を損壊（滅失、破損または汚損）した
こと。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟

⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害

� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害

②その生産物自体の損壊または使用不能についての損害賠償
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害

� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に販売・提供した飲食物、または、
インターンシップ活動後にその活動の結
果に起因して他人の身体または生命を害
したことまたは他人の財物を損壊（滅失、
破損または汚損）したこと。
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に被保険者が使用・管理する他人
の財物（以下「受託物」と言います。）を
損壊、紛失し、または盗取・詐取された
ことにより、受託物にたいして正当な権
利を有する者に対し、被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る損害に対
して保険金をお支払いします。ただし、
保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害

④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等
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医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。
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	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）の遂行に起因して保険期間中
に他人の身体または生命を害したことま
たは他人の財物を損壊（滅失、破損また
は汚損）したことにより、被保険者が法
律上の賠償責任を負った場合に被る損害
に対して保険金をお支払いします。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟
⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害
⑨サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害
②生産物自体の損壊またはその使用不能についての賠償責任
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）によって販売・提供した飲食物、
または、インターンシップ活動の結果に
起因して、保険期間中に他人の身体また
は生命を害したことまたは他人の財物を
損壊（滅失、破損または汚損）したこと
により、被保険者が法律上の賠償責任を
負った場合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）中に被保険者が使用・管理す
る他人の財物（以下「受託物」と言いま
す。）を損壊、紛失し、または盗取・詐取
されたことにより、受託物にたいして正
当な権利を有する者に対し、被保険者が
法律上の賠償責任を負った場合に被る損
害に対して保険金をお支払いします。た
だし、保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合
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医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟
⑧サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害
④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。

表全体を訂正いたします。

20220228_10398968_02_1508
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8 P13 Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険
3.補償額と保険料、保険期間
（1）補償額
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3．補償額と保険料、保険期間

（1）補償額
支払限度額 免責金額

対人賠償 1名につき 5000万円
1事故につき 5億円 1事故につき 1万円

対物賠償 1事故につき 500万円

受託賠償 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

対人・対物以外事故 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

事故対応費用 1事故あたり 300万円※1 1事故あたり 10万円

災害被災者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※2 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

犯罪被害者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※3 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

※1� 初期対応費用のうち、身体の障害（侵害行為、いじめ、体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用は被害者1名につ
き10万円、入学試験に関する事務の過誤について被害者への謝罪のために支出する見舞品購入費用は被害者1名につき3万円が限度となります（1事故あた
りの支払限度額の内枠。）。

※2� 被災者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって支払限度額が設定されます（1事故・保険期間中の支
払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※3� 被害者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって支払限度額が設定されます（1事故・保険期間中の支
払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

（2）保険料
保険補償開始日 保険料（生徒1名につき） 保険終期

 4月1日 ～ 4月30日 823円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 819円

 6月1日 ～ 6月30日 816円

 7月1日 ～ 7月31日 812円

 8月1日 ～ 8月31日 809円

 9月1日 ～ 9月30日 806円

 10月1日 ～ 10月31日 802円

 11月1日 ～ 11月30日 799円

 12月1日以降～ 3月31日 795円

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 1名につき 823円 ×300人＝ 246,900円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P16へ進んでください

学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険
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3．補償額と保険料、保険期間

（1）補償額
支払限度額 免責金額

施設賠償
責任保険

対人賠償 1名につき 5000万円
1事故につき 5億円 1事故につき 1万円

対物賠償 1事故につき 500万円

受託賠償 1事故につき 1,000万円 0円（なし）

学校教育
活動賠償
責任保険

基本契約 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

事故対応費用 1事故あたり 300万円※1 1事故あたり 10万円

追加被保険者補償 1請求・保険期間中 5,000万円 1請求あたり 10万円

災害被災者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※2 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

犯罪被害者対応費用 1事故・保険期間中 1,000万円※3 1事故あたり 見舞金・見舞品購入費用以外：10万円
 見舞金・見舞品購入費用：なし

※1� 初期対応費用のうち、身体の障害（侵害行為、いじめ、体罰により発生したものに限ります。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用は被害者1名につ
き10万円、入学試験に関する事務の過誤について被害者への謝罪のために支出する見舞品購入費用は被害者1名につき3万円が限度となります（1事故あた
りの支払限度額の内枠。）。

※2� 被災者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって被災者1名あたりの支払限度額が設定されます（1事故・
保険期間中の支払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※3� 被害者またはその親族に対して支払う見舞金・見舞品購入費用については、身体障害の程度等によって被災者1名あたりの支払限度額が設定されます（1事故・
保険期間中の支払限度額の内枠）。※詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

※この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

（2）保険料
保険補償開始日 保険料（生徒1名につき） 保険終期

 4月1日 ～ 4月30日 823円

2023年
3月31日

 5月1日 ～ 5月31日 819円

 6月1日 ～ 6月30日 816円

 7月1日 ～ 7月31日 812円

 8月1日 ～ 8月31日 809円

 9月1日 ～ 9月30日 806円

 10月1日 ～ 10月31日 802円

 11月1日 ～ 11月30日 799円

 12月1日以降～ 3月31日 795円

保険料算出方法
生徒1人あたりの保険料×学生生徒数で計算してください。なお、2021年度の学校基本調査での学生生徒数が基準となります。

※�ご申告いただいた学生生徒数が実際の「学校基本調査」で回答している学生生徒数に不足していた場合には、申告された数
字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
※�保険期間中に脱退しても、保険料の返戻は行われません。

加入例　昨年（2021年）度5月1日付学校基本調査学生生徒数が300人の専修学校が4月に加入した場合の保険料
Ⅵ 学校教育活動賠償責任保険 1名につき 823円 ×300人＝ 246,900円

（3）保険期間
2022年4月1日午前0時～ 2023年3月31日午後12時まで

●保険始期日以降にお手続き頂いた場合の補償開始日は、学校が所定の保険料をとりまとめて、一般財団法人職業教育・キャリア教育
財団へ加入手続きおよび振込み手続きを行ない、振込日の翌日午前0時からとなります。

※4月1日から補償を希望される場合は、3月31日までにお手続きをお願いします。
※遡っての補償開始は承れませんのでご注意ください。

GO！加入手続き方法や補償開始月（中途加入含む）は、P18へ進んでください

学校教育活動賠償責任保険 
施設賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険 表全体を訂正いたします。

9 P14 Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク
保険
2.補償内容

個人情報漏えい保険
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP30～33をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれについて、学校が法律上
の損害賠償責任を負担することによる損害を補償しま
す。保険金をお支払いする損害は以下のとおりです。
①法律上の損害賠償金　②争訟費用　③協力費用
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
個人情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償
等を補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

この保険で対象となる「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって次のい
ずれかに該当するものをいいます。
ア．�その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により特定の個人を識別することができるもの（氏
名のみの情報、他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することが出来る
情報を含みます。）

イ．�個人識別符号＊が含まれるもの
＊�マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金
番号、保険証番号、その他個人情報の保護に関する法
律に規定する個人識別符号
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個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

用語の意味 このガイドブックで使用する用語の意味は、次のとおりです。

コンピュータシステム

情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれ
らと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通
信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデー
タならびにクラウド上で運用されるものを含みます。

サイバー攻撃

記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使
用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯
罪行為（正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。）をい
い、次の行為を含みます。
ア.� コンピュータシステムへの不正アクセス
イ.� コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
ウ.� マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール（他
の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。）

エ.� コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、
またはそのデータを不正に入手する行為

事故対応期間
被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故（定義については、P14の＜セキュリティ
事故とは＞＜風評被害事故とは＞をご確認ください。）を発見した時から、その翌日以降1年
が経過するまでの期間をいいます。

情報の漏えい 個人情報、法人情報または、個人情報・法人情報以外の公表されていない情報の漏えいをい
います。

漏えい

次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に
情報を第三者に知らせる行為を除きます。
ア.� 個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと（知られたと判断できる合理的な理由が
ある場合を含みます。）

イ.� 法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと
ウ.� 個人情報・法人情報以外の公表されていない情報が、第三者（その情報によって識別さ
れる者がいる場合は、その者を除きます。）に知られたこと。

ITユーザ行為

記名被保険者の業務における次の行為をいいます。
ア.� コンピュータシステム（他人に使用させる目的のものを除きます。）の所有、使用または
管理

イ.� アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ（他人のために製造・販売
したものを除きます。）の提供（記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータ
システムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。）

人格権侵害 被保険者によって行われた文書または図画等による表示に起因して発生した他人の自由、名
誉、プライバシーまたは肖像権の侵害をいいます。

10 P14 Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク
保険
2.補償内容

サイバーリスク保険
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP30～33をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれについて、学校が法律上
の損害賠償責任を負担することによる損害を補償しま
す。保険金をお支払いする損害は以下のとおりです。
①法律上の損害賠償金　②争訟費用　③協力費用
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
個人情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償
等を補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

この保険で対象となる「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって次のい
ずれかに該当するものをいいます。
ア．�その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により特定の個人を識別することができるもの（氏
名のみの情報、他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することが出来る
情報を含みます。）

イ．�個人識別符号＊が含まれるもの
＊�マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金
番号、保険証番号、その他個人情報の保護に関する法
律に規定する個人識別符号
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Ⅶ 個人情報漏えい保険／サイバーリスク保険
サイバーリスク保険（情報漏えい限定補償プラン）／サイバーリスク保険

1．加入対象校
この保険に加入いただけるのは、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修学校または、各種学校に限ります。
この保険の被保険者（保険の補償を受けることが出来る方）は、①記名被保険者（加入校）、②記名被保険者（加入校）の役
員または使用人（①の業務に関する場合に限ります。）となります。

2．補償内容� 保険金をお支払いする場合、お支払いしない主な場合については、後記補償のあらましP32～35をご確認ください

サイバーリスク保険
次の2つの補償により、学校を取り巻くサイバーリスク
を包括的に補償します。
（1）	損害賠償責任に関する補償	

（情報通信技術特別約款（IT業務不担保特約条項セット付帯））
自社コンピュータシステムの所有・使用・管理に関する
不備等に起因して発生した他人の事業の休止・阻害や情
報漏えい等の事由について、被保険者が法律上の損害賠
償責任を負担することによって被る損害を補償します。
（2）	サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償	 	

（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報漏えいまたはそのおそれや、サイバー攻撃に起因し
て事故対応期間（＊1）に生じた訴訟対応費用および訴
訟対応費用以外の以下の費用を補償します。訴訟対応費
用以外の費用については、保険金をお支払いするのは、
学校がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に
発見した場合に限ります。
a．サイバー攻撃対応費用　b．原因・被害範囲調査費用　
c．相談費用　d．データ等復旧費用　
e．その他事故対応費用　f．再発防止費用
（＊1）�被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時

から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。
＜セキュリティ事故とは＞
上記「（1）賠償責任に関する補償（情報通信技術特別約款（情報漏
えい限定担保用）」記載の①②の事由やそれを引き起こすおそれの
あるサーバー攻撃をいいます。ただし、上記「a．サイバー攻撃対
応費用」についてのみ、サイバー攻撃のおそれを含みます。
＜風評被害事故とは＞
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込み
により、記名被保険者の業務が阻害されることまたはそのおそれをい
います。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

⃝サイバーリスク保険の特長
・	サイバー攻撃確定前（疑い段階）から一部費用を補償！
サイバー攻撃を受けたかもしれないという時点から、サ
イバー攻撃等の有無を判断するために支出する費用等の
所定の費用を補償します。
例：事実確認のための調査費用等→費用を心配せず、早

期対応可能！

サイバー攻撃により重要データが
消失。データ復旧に多額の費用が
発生した。

サイバー攻撃による情報漏えいは
なかったが、原因調査費用が発生。

個人情報漏えい保険
次の2つの補償により、情報漏えいリスクを補償します。
①賠償責任（情報通信技術特別約款（情報漏えい限定担保用））
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者（学
校およびその役員、使用人）が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。
②	サイバーセキュリティ事故対応費用	
（サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項）

情報の漏えいまたはそのおそれ、サイバー攻撃に起因し
て、被保険者が事故対応期間内に生じたサイバー攻撃対
応費用等を負担することによって被る損害を補償しま
す。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者がセ
キュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した
場合に限ります。

⃝個人情報漏えい保険の特長
情報漏えい事故による調査・謝罪・見舞費用や賠償等を
補償します！！

職員が不正行為によって学生
名簿・教職員名簿を無断で持
ち出し、名簿業者に売却した。

パソコンがウィルス感染し、
保存していた教職員のマイ
ナンバー等の個人情報が流
出した。

学生名簿・成績一覧が
盗難にあった。

11 P24 補償のあらまし
学生・生徒災害傷害保険
保険金をお支払いしない主な場合

（施設賠償責任保険）
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補償のあらまし
	⿎学生・生徒災害傷害保険
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

傷
　害

死亡保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に死亡された
場合（事故により直ちに死亡された場合を含
みます。）

死亡・後遺障害保険金額の100％（P4�2.1学生・生徒の傷
害事故補償1～ 3以外で学校施設内にいる間および4～ 6の
場合は、死亡・後遺障害保険金額の50％）をお支払いします。
※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障
害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払
いします。
※死亡・後遺障害保険金額は昼間部2,000万円、夜間部1,200
万円となります。また、死亡保険金受取人の指定のない場
合は法定相続人にお支払いします。

①保険契約者、被保険者（保険の対象となる方）や保険
金受取人の故意または重大な過失によるケガ
②けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
③無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転
をしている間に生じたケガ
④脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
⑤妊娠、出産、流産によるケガ
⑥外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを
治療する場合を除きます。）によるケガ
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
（注1）
⑧戦争、内乱、暴動等によるケガ
⑨核燃料物質の有害な特性等によるケガ（注2）
⑩自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフ
リー走行等を行っている間のケガ（注3）
⑪むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑫ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブス
レー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダ－搭乗等の危険な運動中のケガ（注3）
感染予防費用補償特約のみ
⑬感染症の治療費� など

（注1）ただし、学生生徒が、これらの自然事象の観測活
動に従事している間については、補償の対象となります。

（注2）ただし、学生生徒が、核燃料物質、それによって
汚染された物またはこれらを使用する装置を用いて行
う研究・実験活動に従事している間については、補償
の対象となります。

（注3）学生生徒が正課中、学校行事参加中および学校施
設内における放課後以外の休憩時間中に負ったケガに
ついては補償の対象となります。

後遺障害
保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に身体に後遺
障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の6％～
150％をお支払いします。
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して死亡・後遺
障害保険金額の150％が限度となります。

入院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、入院された場合

入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできま
せん。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故に
ついて180日が限度となります。
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複して
はお支払いできません。

手術保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、治療を目的
として、公的医療保険制度に基づく医科診療
報酬点数表により手術料の算定対象として列
挙されている手術＊1または先進医療＊2に
該当する所定の手術を受けられた場合

入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院
中以外の手術）の額をお支払いします。ただし、1事故につ
いて事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受け
た手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1
回の手術に限ります＊3。

通院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、通院（往診を含みます。）され
た場合

通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いでき
ません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故
について90日が限度となります。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院
保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお
支払いできません。
※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部
位の骨折等によりギプス等＊4を常時装着した日数につい
ても、「通院した日数」に含みます。

感染予防費用
補償特約

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、その直接の
結果として接触感染（病院または診療所等
の臨床実習が行われる施設内において、被保
険者が直接間接を問わず、感染症＊5の病原
体に予期せず接触すること）もしくは院内感
染（臨床実習を行った施設内で、感染症＊5
の病原体を保有する患者等が発見され、か
つその感染症が院内で蔓延した場合に、被保
険者が臨床実習を目的としてその施設内に滞
在し、かつ感染症の病原体に感染したこと。）
をし、かつ、事故の日からその日を含めて1
年以内にその接触感染および院内感染に対す
る感染症予防措置を受けた場合

保険期間を通じ、1事故につき30万円を限度に負担した費
用の実費をお支払します。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

施設賠償
責任保険

被保険者が日本国内において参加する正課・
実習・学校行事・課外活動その他学校管理
下における活動（※1）（※2）に起因して、
保険期間中に他人の身体または生命を害した
ことまたは他人の財物を損壊(滅失、破損ま
たは汚損)したことについて、被保険者が第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負担す
ることによって損害を被る場合

（※1）看護科、准看護科、助産師科、保健
婦科、歯科衛生士科、歯科技工士科、臨床
検査科、臨床工学科、診療放射線科、理学
療法科、作業療法科、言語聴覚療法科、薬
業科、柔道整復科、あん摩マッサージ指圧
科、はり科、きゅう科、視能訓練士科、東
洋医療科、介護福祉学科等の医療関連学科
に関する実習は含みません。

（※2）傷害保険に通学中等傷害危険担保特
約が付帯されている場合は、被保険者がそ
の住居と活動が実施される施設（複数の場
合はそれらの施設の間も含みます。）を合
理的な経路・方法（学校が禁止した経路・
方法を除きます。）で移動する間も含みま
す。ただし、一部の行為を除き、合理的な
経路を逸脱・中断したとき以降は対象とな
りませんのでご注意ください。

（１）次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あ
らかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用
等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または
有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場
合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の
費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に
当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力す
るために支出した費用

（２）保険金のお支払方法
・上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。
・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険
金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用につい
て、①法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合
は、「支払限度額÷①法律上の損害賠償金」の割合によっ
て削減して保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染され
た物の有害な特性等に起因する損害
⑦汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害
および汚染浄化費用。ただし、賠償責任について、排
出等が不測かつ突発的かつ急激で所定の期間内に発見・
通知された場合は除きます。
⑧石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特
性に起因する損害
⑨医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許さ
れている場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・
供給、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられてい
る行為を、被保険者が行ったことに起因する損害（医療
関連実習中のこれらの事故については、別途医療分野学
生生徒賠償責任保険にご加入いただく必要があります。）
⑩日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提
起された損害賠償請求訴訟
⑪航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設
外にある船・車両（自転車等原動力がもっぱら人力に
よるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する損害
⑫被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、
その財物に対し、正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
⑬被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑭被保険者の占有を離れた商品・飲食物または被保険者の
占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑮活動後に、活動の結果に起因して発生した事故に起因
する損害� など

※学生・生徒災害傷害保険の傷害保険に通学中等傷害危険担保特約が付帯されている場合は、被保険者がその住居と活動が実施される施設（複数の場合はそれらの施設の間も含みます。）を合理的な経路・方
法（学校が禁止した経路・方法を除きます。）で移動する間も含みます。ただし、一部の行為を除き、合理的な経路を逸脱・中断したとき以降は対象となりませんのでご注意ください。

※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、日射または熱射による身体の障害を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性いずれかまたは
すべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

＊1� 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊2�「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに

限ります。）をいいます（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません（保
険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。）。

＊3� 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
＊4��ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
＊5� �感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項の感染症をいいます。
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補償のあらまし
	⿎学生・生徒災害傷害保険
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

傷
　害

死亡保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に死亡された
場合（事故により直ちに死亡された場合を含
みます。）

死亡・後遺障害保険金額の100％（P4�2.1学生・生徒の傷
害事故補償1～ 3以外で学校施設内にいる間および4～ 6の
場合は、死亡・後遺障害保険金額の50％）をお支払いします。
※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障
害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払
いします。

※死亡・後遺障害保険金額は昼間部2,000万円、夜間部1,200
万円となります。また、死亡保険金受取人の指定のない場
合は法定相続人にお支払いします。

①保険契約者、被保険者（保険の対象となる方）や保険
金受取人の故意または重大な過失によるケガ
②けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
③無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転
をしている間に生じたケガ
④脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
⑤妊娠、出産、流産によるケガ
⑥外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガを
治療する場合を除きます。）によるケガ
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
（注1）
⑧戦争、内乱、暴動等によるケガ
⑨核燃料物質の有害な特性等によるケガ（注2）
⑩自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフ
リー走行等を行っている間のケガ（注3）
⑪むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑫ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブス
レー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダ－搭乗等の危険な運動中のケガ（注3）
感染予防費用補償特約のみ
⑬感染症の治療費� など

（注1）ただし、学生生徒が、これらの自然事象の観測活
動に従事している間については、補償の対象となります。

（注2）ただし、学生生徒が、核燃料物質、それによって
汚染された物またはこれらを使用する装置を用いて行
う研究・実験活動に従事している間については、補償
の対象となります。

（注3）学生生徒が正課中、学校行事参加中および学校施
設内における放課後以外の休憩時間中に負ったケガに
ついては補償の対象となります。

後遺障害
保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、事故の日か
らその日を含めて180日以内に身体に後遺
障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の6％～
150％をお支払いします。
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して死亡・後遺
障害保険金額の150％が限度となります。

入院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、入院された場合

入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いできま
せん。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故に
ついて180日が限度となります。
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複して
はお支払いできません。

手術保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、治療を目的
として、公的医療保険制度に基づく医科診療
報酬点数表により手術料の算定対象として列
挙されている手術＊1または先進医療＊2に
該当する所定の手術を受けられた場合

入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院
中以外の手術）の額をお支払いします。ただし、1事故につ
いて事故の日からその日を含めて180日以内の期間に受け
た手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて、1
回の手術に限ります＊3。

通院保険金

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、医師の治療
を必要とし、通院（往診を含みます。）され
た場合

通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお支
払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日
を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いでき
ません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故
について90日が限度となります。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院
保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお
支払いできません。

※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部
位の骨折等によりギプス等＊4を常時装着した日数につい
ても、「通院した日数」に含みます。

感染予防費用
補償特約

被保険者がP4�2.1学生・生徒の傷害事故補
償に記載されている間に生じた急激かつ偶然
な外来の事故によりケガをされ、その直接の
結果として接触感染（病院または診療所等
の臨床実習が行われる施設内において、被保
険者が直接間接を問わず、感染症＊5の病原
体に予期せず接触すること）もしくは院内感
染（臨床実習を行った施設内で、感染症＊5
の病原体を保有する患者等が発見され、か
つその感染症が院内で蔓延した場合に、被保
険者が臨床実習を目的としてその施設内に滞
在し、かつ感染症の病原体に感染したこと。）
をし、かつ、事故の日からその日を含めて1
年以内にその接触感染および院内感染に対す
る感染症予防措置を受けた場合

保険期間を通じ、1事故につき30万円を限度に負担した費
用の実費をお支払します。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

施設賠償
責任保険

被保険者が日本国内において参加する正課・
実習・学校行事・課外活動その他学校管理
下における活動（※1）（※2）に起因して、
保険期間中に他人の身体または生命を害した
ことまたは他人の財物を損壊(滅失、破損ま
たは汚損)したことについて、被保険者が第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負担す
ることによって損害を被る場合

（※1）看護科、准看護科、助産師科、保健
婦科、歯科衛生士科、歯科技工士科、臨床
検査科、臨床工学科、診療放射線科、理学
療法科、作業療法科、言語聴覚療法科、薬
業科、柔道整復科、あん摩マッサージ指圧
科、はり科、きゅう科、視能訓練士科、東
洋医療科、介護福祉学科等の医療関連学科
に関する実習は含みません。

（※2）傷害保険に通学中等傷害危険担保特
約が付帯されている場合は、被保険者がそ
の住居と活動が実施される施設（複数の場
合はそれらの施設の間も含みます。）を合
理的な経路・方法（学校が禁止した経路・
方法を除きます。）で移動する間も含みま
す。ただし、一部の行為を除き、合理的な
経路を逸脱・中断したとき以降は対象とな
りませんのでご注意ください。

（１）次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あ
らかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用
等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または
有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすで
に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、
必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場
合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の
費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に
当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力す
るために支出した費用

（２）保険金のお支払方法
・上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度額を限
度に保険金をお支払いします。
・上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険
金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用につい
て、①法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合
は、「支払限度額÷①法律上の損害賠償金」の割合によっ
て削減して保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染され
た物の有害な特性等に起因する損害
⑦汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害
および汚染浄化費用。ただし、賠償責任について、排
出等が不測かつ突発的かつ急激で所定の期間内に発見・
通知された場合は除きます。
⑧石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特
性に起因する損害
⑨医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許さ
れている場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・
供給、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられてい
る行為を、被保険者が行ったことに起因する損害（医療
関連実習中のこれらの事故については、別途医療分野学
生生徒賠償責任保険にご加入いただく必要があります。）
⑩日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提
起された損害賠償請求訴訟
⑪航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設
外にある船・車両（自転車等原動力がもっぱら人力に
よるものを除きます。）・動物の所有、使用または管理
に起因する損害
⑫被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、
その財物に対し、正当な権利を有する者に対して負担
する賠償責任
⑬被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑭被保険者の占有を離れた商品・飲食物または被保険者の
占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑮活動後に、活動の結果に起因して発生した事故に起因
する損害
⑯サイバー攻撃� など

※学生・生徒災害傷害保険の傷害保険に通学中等傷害危険担保特約が付帯されている場合は、被保険者がその住居と活動が実施される施設（複数の場合はそれらの施設の間も含みます。）を合理的な経路・方
法（学校が禁止した経路・方法を除きます。）で移動する間も含みます。ただし、一部の行為を除き、合理的な経路を逸脱・中断したとき以降は対象となりませんのでご注意ください。

※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、日射または熱射による身体の障害を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性いずれかまたは
すべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

＊1� 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
＊2�「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに

限ります。）をいいます（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません（保
険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。）。

＊3� 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
＊4��ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
＊5� �感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項の感染症をいいます。

12 P28 補償のあらまし
インターンシップ活動賠償責任保険
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	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中にその活動に起因して他人の身体
または生命を害したことまたは他人の財
物を損壊（滅失、破損または汚損）した
こと。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟
⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害
②その生産物自体の損壊または使用不能についての損害賠償
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等

生
産
物
賠
償
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任
保
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に販売・提供した飲食物、または、
インターンシップ活動後にその活動の結
果に起因して他人の身体または生命を害
したことまたは他人の財物を損壊（滅失、
破損または汚損）したこと。

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に被保険者が使用・管理する他人
の財物（以下「受託物」と言います。）を
損壊、紛失し、または盗取・詐取された
ことにより、受託物にたいして正当な権
利を有する者に対し、被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る損害に対
して保険金をお支払いします。ただし、
保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害
④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
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者
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医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。
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	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）の遂行に起因して保険期間中
に他人の身体または生命を害したことま
たは他人の財物を損壊（滅失、破損また
は汚損）したことにより、被保険者が法
律上の賠償責任を負った場合に被る損害
に対して保険金をお支払いします。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟
⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害
⑨サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害
②生産物自体の損壊またはその使用不能についての賠償責任
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等

生
産
物
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）によって販売・提供した飲食物、
または、インターンシップ活動の結果に
起因して、保険期間中に他人の身体また
は生命を害したことまたは他人の財物を
損壊（滅失、破損または汚損）したこと
により、被保険者が法律上の賠償責任を
負った場合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）中に被保険者が使用・管理す
る他人の財物（以下「受託物」と言いま
す。）を損壊、紛失し、または盗取・詐取
されたことにより、受託物にたいして正
当な権利を有する者に対し、被保険者が
法律上の賠償責任を負った場合に被る損
害に対して保険金をお支払いします。た
だし、保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害
⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟
⑧サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。
③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害
④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
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医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。

表全体を訂正いたします。
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No ページ 箇所 誤 正 補足

13 P28 補償のあらまし
医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いしない主な場合

（施設賠償責任保険）

－28－

20220105_10394909_08_1364

	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中にその活動に起因して他人の身体
または生命を害したことまたは他人の財
物を損壊（滅失、破損または汚損）した
こと。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟

⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害

②その生産物自体の損壊または使用不能についての損害賠償
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害

� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に販売・提供した飲食物、または、
インターンシップ活動後にその活動の結
果に起因して他人の身体または生命を害
したことまたは他人の財物を損壊（滅失、
破損または汚損）したこと。

受
託
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日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に被保険者が使用・管理する他人
の財物（以下「受託物」と言います。）を
損壊、紛失し、または盗取・詐取された
ことにより、受託物にたいして正当な権
利を有する者に対し、被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る損害に対
して保険金をお支払いします。ただし、
保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害

④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。
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	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）の遂行に起因して保険期間中
に他人の身体または生命を害したことま
たは他人の財物を損壊（滅失、破損また
は汚損）したことにより、被保険者が法
律上の賠償責任を負った場合に被る損害
に対して保険金をお支払いします。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟

⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害

⑨サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害

②生産物自体の損壊またはその使用不能についての賠償責任
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等

生
産
物
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）によって販売・提供した飲食物、
または、インターンシップ活動の結果に
起因して、保険期間中に他人の身体また
は生命を害したことまたは他人の財物を
損壊（滅失、破損または汚損）したこと
により、被保険者が法律上の賠償責任を
負った場合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）中に被保険者が使用・管理す
る他人の財物（以下「受託物」と言いま
す。）を損壊、紛失し、または盗取・詐取
されたことにより、受託物にたいして正
当な権利を有する者に対し、被保険者が
法律上の賠償責任を負った場合に被る損
害に対して保険金をお支払いします。た
だし、保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟

⑧サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害

④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。

14 P29 補償のあらまし
学校教育活動賠償責任保険
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	⿎学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

【基本タイプ・拡充タイプ】
記名被保険者が教育活動のために日本国内
において所有・使用・管理する施設や、学
校が主体となって日本国内で行う活動（注1）
に起因して他人の身体または生命を害した
こと、または他人の財物を損壊（滅失、破
損もしくは汚損）したこと（注2）により、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負った
場合に被る損害に対して保険金をお支払い
します。ただし、保険期間中に日本国内に
おいて発生した事故に限ります。

（注1）「活動」とは、次の①~③をいい、
教職員（学校の卒業生であって、その学
校の運動部の監督またはコーチ等を無償
で務めている者を含みます。）の引率に
よるものを含みます。また、活動場所が
複数の施設にまたがる場合、施設間を学
生・生徒が合理的な経路・方法（学校が
禁止した経路・方法を除きます。）によ
り移動する間を含みます。ただし、一部
の行為を除き、合理的な経路・方法を逸
脱・中断したとき以降は対象となりませ
んので、ご注意ください。
①教育課程に基づき行う教育活動
②学校の管理下において行われる部活動
③一時的に施設外で行う教育活動等

（注2）教職員が所有する財物の損壊につ
いて学校が法律上の損害賠償責任を負担
する場合に限り、被保険者相互間の関係
はそれぞれ他人とみなします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①法律上の損害賠償金：被害者に対して支払責任を負う法律上の損
害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじ
め引受保険会社の同意が必要です。
②争訟費用：引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士
費用等の争訟費用
③損害防止軽減費用：他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、
またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のため
に、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有
益な費用
④緊急措置費用：必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用ま
たは引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力する
ために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差
し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支
払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①法律上の損
害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①保険契約者、被保険者の故意（この免
責事由は、被保険者ごとに個別に適用
されます。）
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重され
た賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因す
る賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこ
れらに汚染されたものの有害な特性等
に起因する損害
⑦医療行為（法令により医師等以外の者
が行うことを許されている場合を除き
ます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師以外の者が行うこと
を法令により禁じられている行為を、
被保険者またはその他被保険者の業務
の補助者が行ったことに起因する損害
⑧日本国外で発生した事故
⑨航空機、自動車、原動機付自転車また
は施設外にある船・車両（自転車等原
動力がもっぱら人力によるものを除き
ます。なお、管理下財物である自動車
または原動機付き自転車の損壊等のう
ち、これらの車両の運行以外の事由に
よって発生したものについては、適用
しません。）・動物の所有、使用または
管理に起因する損害
⑩サイバー攻撃� 等

学
校
教
育
活
動
賠
償
責
任
保
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学校教育活動の遂行または侵害行為に起因
して、被保険者に対してなされた損害賠償
請求により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対
して保険金をお支払いします。なお、侵害
行為に起因する損害賠償請求には、次の請
求を含みます。また、損害賠償責任には、
次の請求により「負担する支払い責任を含
みます。
・地位確認などの請求
・賃金などの支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対
する損害賠償請求が保険期間中に日本国内
においてなされた場合に限ります。

基本補償：上記記載①～⑤と同様

●事故対応費用
事故（※）について、被保険者が支出する次の費用をお支払いします。
（※）�この「事故」とは、学校教育活動賠償責任保険に規定する損害

賠償請求の原因となる事象をいいます。

訴訟対応費用

事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴
訟が日本国内において提起された場合に、被保険
者が負担した応訴のために必要となる事故原因の
調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所
に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認
められる訴訟対応費用をお支払いします。

初期対応費用

事故が日本国内において発生した場合に、被保険
者が負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵
害行為、いじめ、体罰により発生したものに限り
ます。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入
費用、入学試験に関する事務の過誤について被害
者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等
の社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお
支払いします。

コンサルティング
費用

事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生し
た他人の身体の障害である場合に、記名被保険者
（学校法人）が、引受保険会社が事前に承認した
コンサルティング業者から再発防止対策について
の支援、指導または助言を得るために要した費用
をお支払いします。ただし、事故が発生した時か
らその翌日以降180日が経過するまでの期間に
支出した費用に限ります。

●災害被災者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者が、学校施設内
の建物、工作物等に損害が生じた火災、落雷、台風等の所定の災害
により、または学校施設外で学校教育活動中の学生等が活動中に発
生した急激かつ偶然な外来の事故により、保険期間中に死亡または
後遺障害（後遺障害の定義について詳細は取扱代理店にお問い合わ
せください。）を被った際、被保険者がその被災者への対応を行うた
めに負担した被災者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の
親族等が被災者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会
通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（被保険者がその事
故について法律上の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

●犯罪被害者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者、通学途上や学
校施設外における学校教育活動中の学生等が、保険期間中に、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、身体または生命を害し、
または不当な身体の拘束を受けた際、被保険者がその被害者への対
応を行うために負担した被害者等に対する見舞金・見舞品購入費用、
被害者の親族等が被害者の収容先（病院等）に赴く交通費、通信費
等の社会通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（警察署へ
の被害届が必要となります。）（被保険者がその事故について法律上
の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

上記①～⑤および⑧の事由に加え、以下
の事由もお支払いしない事由となります。
（ただし、②のうち労働争議を除きます。）
①他人の身体の障害または財物の損壊、
紛失、盗取もしくは詐取。ただし、侵
害行為による精神的苦痛、いじめ又は
体罰により発生した他人の身体の損害
を除きます。
②情報の漏えいまたはそのおそれ
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
もしくはこれによって汚染された物の
放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはその作用
④日照権または眺望権の侵害
⑤学校教育活動の履行の追完または再履行
⑥被保険者が学校教育活動を行う施設もし
くは設備または自動車、航空機、船舶も
しくは動物の所有、使用または管理
⑦履行不能または履行遅滞
⑧学校教育活動の対価（入学金、授業料、
教材費等を含みます。）の返還
⑨研究の結果
⑩資産運用
⑪政治的見解、信教、信条または思想に
対する措置
⑫教職員に対する賃金または退職手当の
支払または不払による損害。ただし、
次の損害については、保険金のお支払
い対象となります。
a．不当解雇判決等により記名被保険者
（学校法人）に生じた賃金（雇用契約
の終了の取扱いが行われた時からそ
の取扱いに起因する損害賠償責任を
負担することが確定した時までの賃
金をいい、退職手当を含みません。）
の支払による損害
b．被保険者が基本タイプ・拡充タイプ
にて補償する①～⑤の費用を負担す
ることによって被る損害

⑬サイバー攻撃（＊2）� 等
※特約条項の保険金をお支払いしない主
な場合については、取扱代理店または
引受保険会社にご照会ください。
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【基本タイプ・拡充タイプ】
記名被保険者が教育活動のために日本国内
において所有・使用・管理する施設や、学
校が主体となって日本国内で行う活動（注1）
に起因して他人の身体または生命を害した
こと、または他人の財物を損壊（滅失、破
損もしくは汚損）したこと（注2）により、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負った
場合に被る損害に対して保険金をお支払い
します。ただし、保険期間中に日本国内に
おいて発生した事故に限ります。

（注1）「活動」とは、次の①~③をいい、
教職員（学校の卒業生であって、その学
校の運動部の監督またはコーチ等を無償
で務めている者を含みます。）の引率に
よるものを含みます。また、活動場所が
複数の施設にまたがる場合、施設間を学
生・生徒が合理的な経路・方法（学校が
禁止した経路・方法を除きます。）によ
り移動する間を含みます。ただし、一部
の行為を除き、合理的な経路・方法を逸
脱・中断したとき以降は対象となりませ
んので、ご注意ください。
①教育課程に基づき行う教育活動
②学校の管理下において行われる部活動
③一時的に施設外で行う教育活動等

（注2）教職員が所有する財物の損壊につ
いて学校が法律上の損害賠償責任を負担
する場合に限り、被保険者相互間の関係
はそれぞれ他人とみなします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①法律上の損害賠償金：被害者に対して支払責任を負う法律上の損
害賠償金

※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじ
め引受保険会社の同意が必要です。

②争訟費用：引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士
費用等の争訟費用

③損害防止軽減費用：他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、
またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のため
に、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有
益な費用

④緊急措置費用：必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用ま
たは引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力する
ために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差
し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支
払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①法律上の損
害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①保険契約者、被保険者の故意（この免
責事由は、被保険者ごとに個別に適用
されます。）

②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重され
た賠償責任

⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因す
る賠償責任

⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこ
れらに汚染されたものの有害な特性等
に起因する損害

⑦医療行為（法令により医師等以外の者
が行うことを許されている場合を除き
ます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師以外の者が行うこと
を法令により禁じられている行為を、
被保険者またはその他被保険者の業務
の補助者が行ったことに起因する損害

⑧日本国外で発生した事故
⑨航空機、自動車、原動機付自転車また
は施設外にある船・車両（自転車等原
動力がもっぱら人力によるものを除き
ます。なお、管理下財物である自動車
または原動機付き自転車の損壊等のう
ち、これらの車両の運行以外の事由に
よって発生したものについては、適用
しません。）・動物の所有、使用または
管理に起因する損害

⑩サイバー攻撃� 等
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学校教育活動の遂行または侵害行為に起因
して、被保険者に対してなされた損害賠償
請求により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対
して保険金をお支払いします。なお、侵害
行為に起因する損害賠償請求には、次の請
求を含みます。また、損害賠償責任には、
次の請求により「負担する支払い責任を含
みます。
・地位確認などの請求
・賃金などの支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対
する損害賠償請求が保険期間中に日本国内
においてなされた場合に限ります。

基本補償：上記記載①～⑤と同様

●事故対応費用
事故（※）について、被保険者が支出する次の費用をお支払いします。
（※）�この「事故」とは、学校教育活動賠償責任保険に規定する損害

賠償請求の原因となる事象をいいます。

訴訟対応費用

事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴
訟が日本国内において提起された場合に、被保険
者が負担した応訴のために必要となる事故原因の
調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所
に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認
められる訴訟対応費用をお支払いします。

初期対応費用

事故が日本国内において発生した場合に、被保険
者が負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵
害行為、いじめ、体罰により発生したものに限り
ます。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入
費用、入学試験に関する事務の過誤について被害
者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等
の社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお
支払いします。

コンサルティング
費用

事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生し
た他人の身体の障害である場合に、記名被保険者
（学校法人）が、引受保険会社が事前に承認した
コンサルティング業者から再発防止対策について
の支援、指導または助言を得るために要した費用
をお支払いします。ただし、事故が発生した時か
らその翌日以降180日が経過するまでの期間に
支出した費用に限ります。

●災害被災者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者が、学校施設内
の建物、工作物等に損害が生じた火災、落雷、台風等の所定の災害
により、または学校施設外で学校教育活動中の学生等が活動中に発
生した急激かつ偶然な外来の事故により、保険期間中に死亡または
後遺障害（後遺障害の定義について詳細は取扱代理店にお問い合わ
せください。）を被った際、被保険者がその被災者への対応を行うた
めに負担した被災者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の
親族等が被災者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会
通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（被保険者がその事
故について法律上の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

●犯罪被害者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者、通学途上や学
校施設外における学校教育活動中の学生等が、保険期間中に、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、身体または生命を害し、
または不当な身体の拘束を受けた際、被保険者がその被害者への対
応を行うために負担した被害者等に対する見舞金・見舞品購入費用、
被害者の親族等が被害者の収容先（病院等）に赴く交通費、通信費
等の社会通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（警察署へ
の被害届が必要となります。）（被保険者がその事故について法律上
の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

上記①～⑤および⑧の事由に加え、以下
の事由もお支払いしない事由となります。
（ただし、②のうち労働争議を除きます。）
①他人の身体の障害または財物の損壊、
紛失、盗取もしくは詐取。ただし、侵
害行為による精神的苦痛、いじめ又は
体罰により発生した他人の身体の損害
を除きます。

②情報の漏えいまたはそのおそれ
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
もしくはこれによって汚染された物の
放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはその作用

④日照権または眺望権の侵害
⑤学校教育活動の履行の追完または再履行
⑥被保険者が学校教育活動を行う施設もし
くは設備または自動車、航空機、船舶も
しくは動物の所有、使用または管理
⑦履行不能または履行遅滞
⑧学校教育活動の対価（入学金、授業料、
教材費等を含みます。）の返還

⑨研究の結果
⑩資産運用
⑪政治的見解、信教、信条または思想に
対する措置

⑫教職員に対する賃金または退職手当の
支払または不払による損害。ただし、
次の損害については、保険金のお支払
い対象となります。
a．不当解雇判決等により記名被保険者
（学校法人）に生じた賃金（雇用契約
の終了の取扱いが行われた時からそ
の取扱いに起因する損害賠償責任を
負担することが確定した時までの賃
金をいい、退職手当を含みません。）
の支払による損害

b．被保険者が基本タイプ・拡充タイプ
にて補償する①～⑤の費用を負担す
ることによって被る損害

⑬サイバー攻撃（＊2）� 等
※特約条項の保険金をお支払いしない主
な場合については、取扱代理店または
引受保険会社にご照会ください。

表全体を訂正いたします。

15 P39 ●ご加入後のご注意
②通知義務
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●ご加入の際のご注意
①告知義務（ご加入時に代理店または引受保険会社に重要な事項
を申し出ていただく義務）等
・集計報告書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する
重要な事項（告知事項）です。ご加入時に集計報告書等に正確
に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれ
らに事実を記載しない場合はご加入を解除することがありま
す。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことが
ありますので、ご注意ください（代理店には告知受領権があり
ます。）。傷害保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項
となります（各種賠償責任保険、サイバーリスク保険における
告知事項その他詳細は集計報告書等をご確認ください。）。
【学生・生徒災害傷害保険】
●被保険者（保険の対象となる方）数
・加入される方（団体の構成員）の氏名、学籍番号、学科につい
ても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
【留学生補償保険】
職業・職務＊1、公的医療保険制度、被保険者（保険の対象とな
る方）数が告知事項かつ通知事項（☆）となります。生年月日
が告知事項（★）となります。
＊1��新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を

含みます。
②死亡保険金受取人の指定：死亡保険金は法定相続人にお支払い
します。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得
てください。また、同意のないままにご加入をされた場合には
ご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望され
る場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。
③ご契約内容および事故報告内容の確認について：損害保険会社
等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の
発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支

払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険
者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況に
ついて一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等
により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用い
ません。ご不明の点は、弊社にお問い合わせください。

④補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契
約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあり
ます。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご
契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限
度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

●ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管：加入証は加入内容を確認する大切な
ものです。加入証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容に
なっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入証が到着するまでの間、集計報告書控等、加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明
な点があれば、ご加入の代理店または保険会社までお問い合わ
せください。

②通知義務（ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に代理店ま
たは保険会社に連絡していただく義務）
・集計報告書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または保険会社
にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険
金が削減されることがあります。また、学生・生徒災害傷害
保険においては、次の変更が生じた場合も、遅滞なくご通知
ください。

（1）被保険者が学校における在籍期間を変更する場合
（2）被保険者が退学する場合

共通
東京海上日動火災保険株式会社 一般社団法人　日本損害保険協会

そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
保険に関するご意見・ご相談は
東京海上日動火災保険株式会社　公務第二部文教公務室
〒 102-8014　東京都千代田区三番町 6－ 4
TEL：03-3515-4133
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動損害サービス担当拠点
0120-789-101（フリーダイヤル）

（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00）
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。

東京海上日動火災保険（株）は、保険業法に基づく金融庁長官の指
定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会
と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない場合に

は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022808<通話料有料>
IP 電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。
受付時間：平日午前 9時 15分～午後 5時

（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

注意
喚起情報

ご加入内容確認事項（意向確認事項）
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容で
あること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
1．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、
ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）、保険金をお支払いする主な場合
□保険期間（保険のご契約期間）
□保険金額（ご契約金額）、免責金額（自己負担額）
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方

2．集計報告書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、集計報告書等を訂正して
ください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたらガイドブック等記載のお問い合わせ先までご連絡
ください。
【留学生補償保険】
□集計報告書等の「生年月日」、または「満年齢」欄は正しくご記入いただいていますか？
□集計報告書等の「職業・職務等」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか？

3．重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）の内容についてご確認いただきましたか？
特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知
義務」、「補償の重複に関するご注意＊」が記載されていますので必ずご確認ください。
＊例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
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●ご加入の際のご注意
①告知義務（ご加入時に代理店または引受保険会社に重要な事項
を申し出ていただく義務）等

・集計報告書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する
重要な事項（告知事項）です。ご加入時に集計報告書等に正確
に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれ
らに事実を記載しない場合はご加入を解除することがありま
す。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことが
ありますので、ご注意ください（代理店には告知受領権があり
ます。）。傷害保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項
となります（各種賠償責任保険、サイバーリスク保険における
告知事項その他詳細は集計報告書等をご確認ください。）。
【学生・生徒災害傷害保険】
●被保険者（保険の対象となる方）数

・加入される方（団体の構成員）の氏名、学籍番号、学科につい
ても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
【留学生補償保険】
職業・職務＊1、公的医療保険制度、被保険者（保険の対象とな
る方）数が告知事項かつ通知事項（☆）となります。生年月日
が告知事項（★）となります。
＊1��新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を

含みます。
②死亡保険金受取人の指定：死亡保険金は法定相続人にお支払い
します。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得
てください。また、同意のないままにご加入をされた場合には
ご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望され
る場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。

③ご契約内容および事故報告内容の確認について：損害保険会社
等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の
発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支
払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険
者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況に

ついて一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等
により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用い
ません。ご不明の点は、弊社にお問い合わせください。

④補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契
約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあり
ます。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご
契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限
度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

●ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管：加入証は加入内容を確認する大切な
ものです。加入証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容に
なっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入証が到着するまでの間、集計報告書控等、加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明
な点があれば、ご加入の代理店または保険会社までお問い合わ
せください。

②通知義務（ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に代理店ま
たは保険会社に連絡していただく義務）
・集計報告書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または保険会社
にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険
金が削減される、または、ご加入を解除し、保険金をお支払い
できないことがあります。また、学生・生徒災害傷害保険に
おいては、次の変更が生じた場合も、遅滞なくご通知ください。

（1）被保険者が学校における在籍期間を変更する場合
（2）被保険者が退学する場合
（3）被保険者が保険期間中に通算して6ヶ月以上休学または留年
した場合（（3）については保険期間終了前にご通知ください）

（※）ただし、サイバーリスク保険の通知義務については、以下
のとおりです。

共通
東京海上日動火災保険株式会社 一般社団法人　日本損害保険協会

そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
保険に関するご意見・ご相談は
東京海上日動火災保険株式会社　公務第二部文教公務室
〒 102-8014　東京都千代田区三番町 6－ 4
TEL：03-3515-4133
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動損害サービス担当拠点
0120-789-101（フリーダイヤル）

（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00）
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。

東京海上日動火災保険（株）は、保険業法に基づく金融庁長官の指
定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会
と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない場合に

は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022808<通話料有料>
IP 電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。
受付時間：平日午前 9時 15分～午後 5時

（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

注意
喚起情報

ご加入内容確認事項（意向確認事項）
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容で

あること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。

1．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、
ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）、保険金をお支払いする主な場合
□保険期間（保険のご契約期間）
□保険金額（ご契約金額）、免責金額（自己負担額）
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方

2．集計報告書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、集計報告書等を訂正して
ください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたらガイドブック等記載のお問い合わせ先までご連絡
ください。
【留学生補償保険】
□集計報告書等の「生年月日」、または「満年齢」欄は正しくご記入いただいていますか？
□集計報告書等の「職業・職務等」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか？

3．重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）の内容についてご確認いただきましたか？
特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知

義務」、「補償の重複に関するご注意＊」が記載されていますので必ずご確認ください。
＊例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。

16 P40 ●賠償責任保険のご注意
・ 賠償責任保険金等のお支払いにつ

いて
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～個人情報の取扱いに関するご案内～
保険契約者である一般財団法人職業教育・キャリア教育財団は引受保険会社に本保険の加入申し込みに関する個人情報を提供いたし

ます。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サー
ビスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・
提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務
の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利
用すること

③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、
共同して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の情報を含み
ます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること

詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)　および他の引受保険会社のホーム
ページをご参照ください。

（3）被保険者が保険期間中に通算して6ヶ月以上休学または留年
した場合（（3）については保険期間終了前にご通知ください）

（※）ただし、サイバーリスク保険の通知義務については、以下
のとおりです。

・集計報告書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が
生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店ま
たは引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保
険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容に
よってご契約を解除することがあります。

③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日
より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対
象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があ
りますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能
なケースがありますので、ご加入の代理店または保険会社まで
お問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連
絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨を
お伝えいただきますようお願いいたします。

●賠償責任保険のご注意
・この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次の
とおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基
づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を
差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて
保険金をお支払いします。

・保険会社破綻時の取扱い（施設賠償責任保険・生産物賠償責任保
険・受託者賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険・サイバー
リスク保険）
引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模
法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法
人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る））ま
たはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則と
して80％（破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまで
に発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償さ
れます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこと
とされているもののうち、その被保険者に係る部分については、
上記補償の対象となります。

・賠償責任保険金等のお支払いについて
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を
除き、次の①から③までの場合に限られます。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行って
いる場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認で
きる場合

③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金
を支払う場合

●その他ご注意していただきたい点
・この保険は学生・生徒数に基づいて保険料を算出します。ご加入
に際しては、保険料算出基礎数字である学生・生徒数を集計報告
書に正しくご記入ください。なお、学生・生徒災害傷害保険、留学
生補償保険、インターンシップ活動賠償責任保険、医療分野学生生
徒賠償責任保険にご加入の際には、学生・生徒数をご記入いただき、
学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、個人情報漏え
い保険、サイバーリスク保険にご加入の際には、2021年度に文部
科学省が実施した学校基本調査で回答した学生・生徒数をご記入
ください。

・この保険は一般財団法人職業教育・キャリア教育財団を保険契約
者とし一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修
学校・各種学校およびそこに在籍する学生生徒等を被保険者とす
る専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、総合生活保険（こ
ども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受
託者賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、サイバーリスク保
険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する
権利等は原則として一般財団法人職業教育・キャリア教育財団が
有します。

・このガイドブックは、専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、
総合生活保険（こども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償
責任保険および受託物賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、
サイバーリスク保険の内容について説明したものです。ご加入に
あたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細
については各学校にお渡ししてある解説に記載されている約款に
よりますが、ご不明な点がございましたら取扱代理店または東京
海上日動にご照会ください。なお、ご加入者と被保険者（保険の対
象となる方または補償を受けることができる方）が異なる場合に
は、ご加入者よりこのパンフレットの内容を被保険者にご説明い
ただきますようお願いいたします。

・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締
結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。従いまして、取
扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保
険会社と直接契約されたものとなります。

●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解
除することができます。この場合には、全部または一部の保険金を
お支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づ
く保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合

・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢
力に該当すると認められた場合

・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の
行為があった場合� 等

 

 
 
 
 
 
 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

総総合合生生活活保保険険  商商品品改改定定ののごご案案内内  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

現在ご加入いただいております総合生活保険について、2021年10月１日以降始期契約より商品を改定させて

いただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご

理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、保険料等が変更となる場合がございますので、募集パンフレット等を併せてご確認いただき、ご不明な点

や詳細につきましては代理店または弊社までお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 

敬 具 
  
 
■■主主なな改改定定点点  
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。 

変更する補償 

①こども総合補償 

  
変更する補償 

改定項目 概要 
① 

○ 
「特定感染症危険補
償特約」の補償拡大 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感
染症法）」の改正により新型コロナウイルス感染症*1 が感染症法上の「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏ま
え、新型コロナウイルス感染症*1 を引き続き補償対象とする約款改定を
行います。*2 
 
※新型コロナウイルス感染症*1 は、2020 年 2 月 1 日より補償対象としており

ます。既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降

に新型コロナウイルス感染症*1 を発病された場合は、代理店または弊社ま

でご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初

日からその日を含めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いで

きませんのでご注意ください。 
 

*1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限ります。）であるものに限ります。 

*2 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。 

○ 
個人賠償責任補償特
約の保険料の改定 

直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保
険料を改定します。 

 

このご案内は、2021 年 10 月 1 日以降始期の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたって

は、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問

い合わせください。 

07ut-GJ05-20016-202102 

必ずお読みください 

総総合合生生活活保保険険のの  
22002211年年1100月月11日日以以降降始始期期契契約約ののごご加加入入者者様様  

2022 年 1 月 

－42－

20220218_10398965_01_1353

～個人情報の取扱いに関するご案内～
保険契約者である一般財団法人職業教育・キャリア教育財団は引受保険会社に本保険の加入申し込みに関する個人情報を提供いたし

ます。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サー
ビスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・
提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務
の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利
用すること

③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、
共同して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の情報を含み
ます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること

詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)　および他の引受保険会社のホーム
ページをご参照ください。

・集計報告書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が
生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店ま
たは引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保
険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容に
よってご契約を解除することがあります。

③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日
より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対
象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があ
りますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能
なケースがありますので、ご加入の代理店または保険会社まで
お問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連
絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨を
お伝えいただきますようお願いいたします。

●賠償責任保険のご注意
・この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次の
とおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基
づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を
差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて
保険金をお支払いします。

・保険会社破綻時の取扱い（施設賠償責任保険・生産物賠償責任保
険・受託者賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険・サイバー
リスク保険）
引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模
法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法
人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る））ま
たはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則と
して80％（破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまで
に発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償さ
れます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこと
とされているもののうち、その被保険者に係る部分については、
上記補償の対象となります。

＜保険金請求の際のご注意＞
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保
険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険
金請求権（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取
特権を有します（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、被害
者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または
被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対
して保険金をご請求いただくことができます（保険法第22条第2
項）。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費
用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了
解ください。

①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行って
いる場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認で
きる場合

③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金
を支払う場合

●その他ご注意していただきたい点
・この保険は学生・生徒数に基づいて保険料を算出します。ご加入
に際しては、保険料算出基礎数字である学生・生徒数を集計報告
書に正しくご記入ください。なお、学生・生徒災害傷害保険、留学
生補償保険、インターンシップ活動賠償責任保険、医療分野学生生
徒賠償責任保険にご加入の際には、学生・生徒数をご記入いただき、
学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、個人情報漏え
い保険、サイバーリスク保険にご加入の際には、2021年度に文部
科学省が実施した学校基本調査で回答した学生・生徒数をご記入
ください。

・この保険は一般財団法人職業教育・キャリア教育財団を保険契約
者とし一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修
学校・各種学校およびそこに在籍する学生生徒等を被保険者とす
る専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、総合生活保険（こ
ども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受
託者賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、サイバーリスク保
険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する
権利等は原則として一般財団法人職業教育・キャリア教育財団が
有します。

・このガイドブックは、専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、
総合生活保険（こども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償
責任保険および受託物賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、
サイバーリスク保険の内容について説明したものです。ご加入に
あたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細
については各学校にお渡ししてある解説に記載されている約款に
よりますが、ご不明な点がございましたら取扱代理店または東京
海上日動にご照会ください。なお、ご加入者と被保険者（保険の対
象となる方または補償を受けることができる方）が異なる場合に
は、ご加入者よりこのパンフレットの内容を被保険者にご説明い
ただきますようお願いいたします。

・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締
結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。従いまして、取
扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保
険会社と直接契約されたものとなります。

●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解
除することができます。この場合には、全部または一部の保険金を
お支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づ
く保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合

・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢
力に該当すると認められた場合

・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の
行為があった場合� 等

 

 
 
 
 
 
 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

総総合合生生活活保保険険  商商品品改改定定ののごご案案内内  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

現在ご加入いただいております総合生活保険について、2021年10月１日以降始期契約より商品を改定させて

いただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご

理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、保険料等が変更となる場合がございますので、募集パンフレット等を併せてご確認いただき、ご不明な点

や詳細につきましては代理店または弊社までお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 

敬 具 
  
 
■■主主なな改改定定点点  
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。 

変更する補償 

①こども総合補償 

  
変更する補償 

改定項目 概要 
① 

○ 
「特定感染症危険補
償特約」の補償拡大 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感
染症法）」の改正により新型コロナウイルス感染症*1 が感染症法上の「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏ま
え、新型コロナウイルス感染症*1 を引き続き補償対象とする約款改定を
行います。*2 
 
※新型コロナウイルス感染症*1 は、2020 年 2 月 1 日より補償対象としており

ます。既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降

に新型コロナウイルス感染症*1 を発病された場合は、代理店または弊社ま

でご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初

日からその日を含めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いで

きませんのでご注意ください。 
 

*1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限ります。）であるものに限ります。 

*2 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。 

○ 
個人賠償責任補償特
約の保険料の改定 

直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保
険料を改定します。 

 

このご案内は、2021 年 10 月 1 日以降始期の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたって

は、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問

い合わせください。 

07ut-GJ05-20016-202102 

必ずお読みください 

総総合合生生活活保保険険のの  
22002211年年1100月月11日日以以降降始始期期契契約約ののごご加加入入者者様様  

2022 年 1 月 

20220228_10398968_02_1508
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No ページ 箇所 誤 正 補足

13 P28 補償のあらまし
医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いしない主な場合

（施設賠償責任保険）

－28－

20220105_10394909_08_1364

	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中にその活動に起因して他人の身体
または生命を害したことまたは他人の財
物を損壊（滅失、破損または汚損）した
こと。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟

⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害

②その生産物自体の損壊または使用不能についての損害賠償
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害

� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等

生
産
物
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に販売・提供した飲食物、または、
インターンシップ活動後にその活動の結
果に起因して他人の身体または生命を害
したことまたは他人の財物を損壊（滅失、
破損または汚損）したこと。

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）に起因して保険期間中に生じ
た次の事故により、被保険者が法律上の
賠償責任を負った場合に被る損害に対し
て保険金をお支払いします。
日本国内において行うインターンシップ
活動中に被保険者が使用・管理する他人
の財物（以下「受託物」と言います。）を
損壊、紛失し、または盗取・詐取された
ことにより、受託物にたいして正当な権
利を有する者に対し、被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る損害に対
して保険金をお支払いします。ただし、
保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害

④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。

－30－

20220218_10398965_01_1353

	⿎インターンシップ活動賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）の遂行に起因して保険期間中
に他人の身体または生命を害したことま
たは他人の財物を損壊（滅失、破損また
は汚損）したことにより、被保険者が法
律上の賠償責任を負った場合に被る損害
に対して保険金をお支払いします。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の
損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決
定に際しましては、あらかじめ引受
保険会社の同意が必要です。また、
受託者賠償責任保険においては、受
託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用

③他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、または既に発生した事故に係る
損害の発生・拡大の防止のために、引
受保険会社の書面による同意を得て支
出した必要または有益な費用

④他人から損害賠償を受ける権利の保全・
行使、またはすでに発生した事故に係
る損害の発生・拡大の防止のために必
要な手段を講じた後に賠償責任がない
ことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用また
は引受保険会社の書面による同意を得
て支出したその他の費用

⑤引受保険会社が被保険者に代わって損
害賠償請求の解決に当たる場合におい
て、引受保険会社の求めに応じて協力
するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、
その額から免責金額を差し引いた額に対
して支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。
上記②～⑤の費用については、原則とし
てその全額が保険金のお支払対象となり
ます。ただし、②の争訟費用について、
①法律上の損害賠償金の額が支払限度額
を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して
保険金をお支払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有
害な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損
害賠償請求訴訟

⑧医療行為（法令により医師等以外の者が行うことを許されている
場合を除きます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、あんまマッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを
法令により禁じられている行為を、被保険者が行ったことに起因
する損害

⑨サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・
動物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害
� 等

【生産物賠償責任保険】
①故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供し
た生産物に起因する損害

②生産物自体の損壊またはその使用不能についての賠償責任
③汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染
浄化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的か
つ急激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

④石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因す
る損害

� 等

【受託者賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物である自動車または原動機付自転車の運行に起因する、そ
の自動車・原動機付自転車の損壊・紛失・盗取・詐取について負
担する賠償責任
④受託物の使用不能に起因する損害� 等

生
産
物
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）によって販売・提供した飲食物、
または、インターンシップ活動の結果に
起因して、保険期間中に他人の身体また
は生命を害したことまたは他人の財物を
損壊（滅失、破損または汚損）したこと
により、被保険者が法律上の賠償責任を
負った場合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

日本国内において行うインターンシップ
活動（注）中に被保険者が使用・管理す
る他人の財物（以下「受託物」と言いま
す。）を損壊、紛失し、または盗取・詐取
されたことにより、受託物にたいして正
当な権利を有する者に対し、被保険者が
法律上の賠償責任を負った場合に被る損
害に対して保険金をお支払いします。た
だし、保険期間中に生じた事故に限ります。

（注）�補償対象となるインターンシップ活動については、詳しくはP8をご覧ください。

	⿎医療分野学生生徒賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

施
設
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習に起因して、保険期間中に
他人の身体または生命を害した
こと、または、他人の財物を損
壊（滅失、破損または汚損）し
たことにより被保険者が法律上
の賠償責任を負った場合に被る
損害に対して保険金をお支払い
します。

①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しま
しては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要
です。また、受託者賠償責任保険においては、
受託物の時価額が限度となります。

②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁
護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために、引受保険会社の書面による同意
を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、ま
たはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任
がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社
の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求
の解決に当たる場合において、引受保険会社の求
めに応じて協力するために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度
額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額
が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争
訟費用について、①法律上の損害賠償金の額が支払
限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上の
損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支
払いします。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重された賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因する賠送責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこれらに汚染されたものの有害
な特性等に起因する損害

⑦日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害
賠償請求訴訟

⑧サイバー攻撃� 等

【施設賠償責任保険】
①航空機、昇降機、自動車、原動機付自転車または施設外にある船・
車両（自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます。）・動
物の所有、使用または管理に起因する損害

②汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する損害および汚染浄
化費用。ただし賠償責任について、排出等が不測かつ突発的かつ急
激で所定の期間内に発見・通知された場合は除きます。

③石綿または石綿を含む製品の発がん性などの有害な特性に起因する
損害

④医療関連実習後にその実習の結果に起因して発生した事故� 等

【受託品賠償責任保険】
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③受託物の使用不能に起因する損害� 等

受
託
者
賠
償
責
任
保
険

医療関連学科の正課・学校行事
として日本国内で行う医療関連
実習中に被保険者が使用・管理
する他人の財物（以下「受託物」
といいます。）を損壊・紛失し、
または盗取・詐取されたことに
より、受託物に対して正当な権
利を有する者に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負った場
合に被る損害に対して保険金を
お支払いします。ただし、保険
期間中に生じた事故に限ります。

14 P29 補償のあらまし
学校教育活動賠償責任保険
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【基本タイプ・拡充タイプ】
記名被保険者が教育活動のために日本国内
において所有・使用・管理する施設や、学
校が主体となって日本国内で行う活動（注1）
に起因して他人の身体または生命を害した
こと、または他人の財物を損壊（滅失、破
損もしくは汚損）したこと（注2）により、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負った
場合に被る損害に対して保険金をお支払い
します。ただし、保険期間中に日本国内に
おいて発生した事故に限ります。

（注1）「活動」とは、次の①~③をいい、
教職員（学校の卒業生であって、その学
校の運動部の監督またはコーチ等を無償
で務めている者を含みます。）の引率に
よるものを含みます。また、活動場所が
複数の施設にまたがる場合、施設間を学
生・生徒が合理的な経路・方法（学校が
禁止した経路・方法を除きます。）によ
り移動する間を含みます。ただし、一部
の行為を除き、合理的な経路・方法を逸
脱・中断したとき以降は対象となりませ
んので、ご注意ください。
①教育課程に基づき行う教育活動
②学校の管理下において行われる部活動
③一時的に施設外で行う教育活動等

（注2）教職員が所有する財物の損壊につ
いて学校が法律上の損害賠償責任を負担
する場合に限り、被保険者相互間の関係
はそれぞれ他人とみなします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①法律上の損害賠償金：被害者に対して支払責任を負う法律上の損
害賠償金

※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじ
め引受保険会社の同意が必要です。

②争訟費用：引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士
費用等の争訟費用

③損害防止軽減費用：他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、
またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のため
に、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有
益な費用

④緊急措置費用：必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用ま
たは引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力する
ために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差
し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支
払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①法律上の損
害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①保険契約者、被保険者の故意（この免
責事由は、被保険者ごとに個別に適用
されます。）
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重され
た賠償責任
⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因す
る賠償責任
⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこ
れらに汚染されたものの有害な特性等
に起因する損害
⑦医療行為（法令により医師等以外の者
が行うことを許されている場合を除き
ます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師以外の者が行うこと
を法令により禁じられている行為を、
被保険者またはその他被保険者の業務
の補助者が行ったことに起因する損害
⑧日本国外で発生した事故
⑨航空機、自動車、原動機付自転車また
は施設外にある船・車両（自転車等原
動力がもっぱら人力によるものを除き
ます。なお、管理下財物である自動車
または原動機付き自転車の損壊等のう
ち、これらの車両の運行以外の事由に
よって発生したものについては、適用
しません。）・動物の所有、使用または
管理に起因する損害
⑩サイバー攻撃� 等
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学校教育活動の遂行または侵害行為に起因
して、被保険者に対してなされた損害賠償
請求により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対
して保険金をお支払いします。なお、侵害
行為に起因する損害賠償請求には、次の請
求を含みます。また、損害賠償責任には、
次の請求により「負担する支払い責任を含
みます。
・地位確認などの請求
・賃金などの支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対
する損害賠償請求が保険期間中に日本国内
においてなされた場合に限ります。

基本補償：上記記載①～⑤と同様

●事故対応費用
事故（※）について、被保険者が支出する次の費用をお支払いします。
（※）�この「事故」とは、学校教育活動賠償責任保険に規定する損害

賠償請求の原因となる事象をいいます。

訴訟対応費用

事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴
訟が日本国内において提起された場合に、被保険
者が負担した応訴のために必要となる事故原因の
調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所
に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認
められる訴訟対応費用をお支払いします。

初期対応費用

事故が日本国内において発生した場合に、被保険
者が負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵
害行為、いじめ、体罰により発生したものに限り
ます。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入
費用、入学試験に関する事務の過誤について被害
者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等
の社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお
支払いします。

コンサルティング
費用

事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生し
た他人の身体の障害である場合に、記名被保険者
（学校法人）が、引受保険会社が事前に承認した
コンサルティング業者から再発防止対策について
の支援、指導または助言を得るために要した費用
をお支払いします。ただし、事故が発生した時か
らその翌日以降180日が経過するまでの期間に
支出した費用に限ります。

●災害被災者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者が、学校施設内
の建物、工作物等に損害が生じた火災、落雷、台風等の所定の災害
により、または学校施設外で学校教育活動中の学生等が活動中に発
生した急激かつ偶然な外来の事故により、保険期間中に死亡または
後遺障害（後遺障害の定義について詳細は取扱代理店にお問い合わ
せください。）を被った際、被保険者がその被災者への対応を行うた
めに負担した被災者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の
親族等が被災者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会
通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（被保険者がその事
故について法律上の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

●犯罪被害者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者、通学途上や学
校施設外における学校教育活動中の学生等が、保険期間中に、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、身体または生命を害し、
または不当な身体の拘束を受けた際、被保険者がその被害者への対
応を行うために負担した被害者等に対する見舞金・見舞品購入費用、
被害者の親族等が被害者の収容先（病院等）に赴く交通費、通信費
等の社会通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（警察署へ
の被害届が必要となります。）（被保険者がその事故について法律上
の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

上記①～⑤および⑧の事由に加え、以下
の事由もお支払いしない事由となります。
（ただし、②のうち労働争議を除きます。）
①他人の身体の障害または財物の損壊、
紛失、盗取もしくは詐取。ただし、侵
害行為による精神的苦痛、いじめ又は
体罰により発生した他人の身体の損害
を除きます。
②情報の漏えいまたはそのおそれ
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
もしくはこれによって汚染された物の
放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはその作用
④日照権または眺望権の侵害
⑤学校教育活動の履行の追完または再履行
⑥被保険者が学校教育活動を行う施設もし
くは設備または自動車、航空機、船舶も
しくは動物の所有、使用または管理
⑦履行不能または履行遅滞
⑧学校教育活動の対価（入学金、授業料、
教材費等を含みます。）の返還
⑨研究の結果
⑩資産運用
⑪政治的見解、信教、信条または思想に
対する措置
⑫教職員に対する賃金または退職手当の
支払または不払による損害。ただし、
次の損害については、保険金のお支払
い対象となります。
a．不当解雇判決等により記名被保険者
（学校法人）に生じた賃金（雇用契約
の終了の取扱いが行われた時からそ
の取扱いに起因する損害賠償責任を
負担することが確定した時までの賃
金をいい、退職手当を含みません。）
の支払による損害
b．被保険者が基本タイプ・拡充タイプ
にて補償する①～⑤の費用を負担す
ることによって被る損害

⑬サイバー攻撃（＊2）� 等
※特約条項の保険金をお支払いしない主
な場合については、取扱代理店または
引受保険会社にご照会ください。
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【基本タイプ・拡充タイプ】
記名被保険者が教育活動のために日本国内
において所有・使用・管理する施設や、学
校が主体となって日本国内で行う活動（注1）
に起因して他人の身体または生命を害した
こと、または他人の財物を損壊（滅失、破
損もしくは汚損）したこと（注2）により、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負った
場合に被る損害に対して保険金をお支払い
します。ただし、保険期間中に日本国内に
おいて発生した事故に限ります。

（注1）「活動」とは、次の①~③をいい、
教職員（学校の卒業生であって、その学
校の運動部の監督またはコーチ等を無償
で務めている者を含みます。）の引率に
よるものを含みます。また、活動場所が
複数の施設にまたがる場合、施設間を学
生・生徒が合理的な経路・方法（学校が
禁止した経路・方法を除きます。）によ
り移動する間を含みます。ただし、一部
の行為を除き、合理的な経路・方法を逸
脱・中断したとき以降は対象となりませ
んので、ご注意ください。
①教育課程に基づき行う教育活動
②学校の管理下において行われる部活動
③一時的に施設外で行う教育活動等

（注2）教職員が所有する財物の損壊につ
いて学校が法律上の損害賠償責任を負担
する場合に限り、被保険者相互間の関係
はそれぞれ他人とみなします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①法律上の損害賠償金：被害者に対して支払責任を負う法律上の損
害賠償金

※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじ
め引受保険会社の同意が必要です。

②争訟費用：引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士
費用等の争訟費用

③損害防止軽減費用：他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、
またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のため
に、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有
益な費用

④緊急措置費用：必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判
明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用ま
たは引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解
決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力する
ために支出した費用

〈保険金のお支払方法〉
上記①の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差
し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支
払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①法律上の損
害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①法律上
の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。

【基本タイプ・拡充タイプ】
①保険契約者、被保険者の故意（この免
責事由は、被保険者ごとに個別に適用
されます。）

②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④他人との特別の約定によって加重され
た賠償責任

⑤排水、排気（煙を含みます。）に起因す
る賠償責任

⑥核燃料物質や放射性同位元素またはこ
れらに汚染されたものの有害な特性等
に起因する損害

⑦医療行為（法令により医師等以外の者
が行うことを許されている場合を除き
ます）、薬品の調剤・投与・販売・供給、
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師以外の者が行うこと
を法令により禁じられている行為を、
被保険者またはその他被保険者の業務
の補助者が行ったことに起因する損害

⑧日本国外で発生した事故
⑨航空機、自動車、原動機付自転車また
は施設外にある船・車両（自転車等原
動力がもっぱら人力によるものを除き
ます。なお、管理下財物である自動車
または原動機付き自転車の損壊等のう
ち、これらの車両の運行以外の事由に
よって発生したものについては、適用
しません。）・動物の所有、使用または
管理に起因する損害

⑩サイバー攻撃� 等

学
校
教
育
活
動
賠
償
責
任
保
険

学校教育活動の遂行または侵害行為に起因
して、被保険者に対してなされた損害賠償
請求により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対
して保険金をお支払いします。なお、侵害
行為に起因する損害賠償請求には、次の請
求を含みます。また、損害賠償責任には、
次の請求により「負担する支払い責任を含
みます。
・地位確認などの請求
・賃金などの支払請求
保険金をお支払いするのは、被保険者に対
する損害賠償請求が保険期間中に日本国内
においてなされた場合に限ります。

基本補償：上記記載①～⑤と同様

●事故対応費用
事故（※）について、被保険者が支出する次の費用をお支払いします。
（※）�この「事故」とは、学校教育活動賠償責任保険に規定する損害

賠償請求の原因となる事象をいいます。

訴訟対応費用

事故に起因して被保険者に対する損害賠償請求訴
訟が日本国内において提起された場合に、被保険
者が負担した応訴のために必要となる事故原因の
調査費用や意見書作成費用または相手方や裁判所
に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認
められる訴訟対応費用をお支払いします。

初期対応費用

事故が日本国内において発生した場合に、被保険
者が負担する事故原因調査費用、身体の障害（侵
害行為、いじめ、体罰により発生したものに限り
ます。）を被った被害者への見舞金・見舞品購入
費用、入学試験に関する事務の過誤について被害
者への謝罪のために支出する見舞品の購入費用等
の社会通念上妥当と認められる初期対応費用をお
支払いします。

コンサルティング
費用

事故が侵害行為、いじめまたは体罰により発生し
た他人の身体の障害である場合に、記名被保険者
（学校法人）が、引受保険会社が事前に承認した
コンサルティング業者から再発防止対策について
の支援、指導または助言を得るために要した費用
をお支払いします。ただし、事故が発生した時か
らその翌日以降180日が経過するまでの期間に
支出した費用に限ります。

●災害被災者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者が、学校施設内
の建物、工作物等に損害が生じた火災、落雷、台風等の所定の災害
により、または学校施設外で学校教育活動中の学生等が活動中に発
生した急激かつ偶然な外来の事故により、保険期間中に死亡または
後遺障害（後遺障害の定義について詳細は取扱代理店にお問い合わ
せください。）を被った際、被保険者がその被災者への対応を行うた
めに負担した被災者等に対する見舞金・見舞品購入費用、被災者の
親族等が被災者の収容先（病院等）へ赴く交通費、通信費等の社会
通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（被保険者がその事
故について法律上の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

●犯罪被害者対応費用
学校の施設内にいる学生等または学校施設の来訪者、通学途上や学
校施設外における学校教育活動中の学生等が、保険期間中に、第三
者の犯罪行為（過失犯を除きます。）により、身体または生命を害し、
または不当な身体の拘束を受けた際、被保険者がその被害者への対
応を行うために負担した被害者等に対する見舞金・見舞品購入費用、
被害者の親族等が被害者の収容先（病院等）に赴く交通費、通信費
等の社会通念上妥当と認められる費用をお支払いします。（警察署へ
の被害届が必要となります。）（被保険者がその事故について法律上
の賠償責任を負う場合はお支払いの対象外です。）

上記①～⑤および⑧の事由に加え、以下
の事由もお支払いしない事由となります。
（ただし、②のうち労働争議を除きます。）
①他人の身体の障害または財物の損壊、
紛失、盗取もしくは詐取。ただし、侵
害行為による精神的苦痛、いじめ又は
体罰により発生した他人の身体の損害
を除きます。

②情報の漏えいまたはそのおそれ
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
もしくはこれによって汚染された物の
放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはその作用

④日照権または眺望権の侵害
⑤学校教育活動の履行の追完または再履行
⑥被保険者が学校教育活動を行う施設もし
くは設備または自動車、航空機、船舶も
しくは動物の所有、使用または管理
⑦履行不能または履行遅滞
⑧学校教育活動の対価（入学金、授業料、
教材費等を含みます。）の返還

⑨研究の結果
⑩資産運用
⑪政治的見解、信教、信条または思想に
対する措置

⑫教職員に対する賃金または退職手当の
支払または不払による損害。ただし、
次の損害については、保険金のお支払
い対象となります。
a．不当解雇判決等により記名被保険者
（学校法人）に生じた賃金（雇用契約
の終了の取扱いが行われた時からそ
の取扱いに起因する損害賠償責任を
負担することが確定した時までの賃
金をいい、退職手当を含みません。）
の支払による損害

b．被保険者が基本タイプ・拡充タイプ
にて補償する①～⑤の費用を負担す
ることによって被る損害

⑬サイバー攻撃（＊2）� 等
※特約条項の保険金をお支払いしない主
な場合については、取扱代理店または
引受保険会社にご照会ください。

表全体を訂正いたします。
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●ご加入の際のご注意
①告知義務（ご加入時に代理店または引受保険会社に重要な事項
を申し出ていただく義務）等

・集計報告書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する
重要な事項（告知事項）です。ご加入時に集計報告書等に正確
に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれ
らに事実を記載しない場合はご加入を解除することがありま
す。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことが
ありますので、ご注意ください（代理店には告知受領権があり
ます。）。傷害保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項
となります（各種賠償責任保険、サイバーリスク保険における
告知事項その他詳細は集計報告書等をご確認ください。）。
【学生・生徒災害傷害保険】
●被保険者（保険の対象となる方）数

・加入される方（団体の構成員）の氏名、学籍番号、学科につい
ても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
【留学生補償保険】
職業・職務＊1、公的医療保険制度、被保険者（保険の対象とな
る方）数が告知事項かつ通知事項（☆）となります。生年月日
が告知事項（★）となります。
＊1��新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を

含みます。
②死亡保険金受取人の指定：死亡保険金は法定相続人にお支払い
します。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得
てください。また、同意のないままにご加入をされた場合には
ご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望され
る場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。

③ご契約内容および事故報告内容の確認について：損害保険会社
等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の
発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支

払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険
者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況に
ついて一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等
により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用い
ません。ご不明の点は、弊社にお問い合わせください。

④補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契
約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあり
ます。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご
契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限
度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

●ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管：加入証は加入内容を確認する大切な
ものです。加入証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容に
なっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入証が到着するまでの間、集計報告書控等、加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明
な点があれば、ご加入の代理店または保険会社までお問い合わ
せください。

②通知義務（ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に代理店ま
たは保険会社に連絡していただく義務）
・集計報告書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または保険会社
にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険
金が削減されることがあります。また、学生・生徒災害傷害
保険においては、次の変更が生じた場合も、遅滞なくご通知
ください。

（1）被保険者が学校における在籍期間を変更する場合
（2）被保険者が退学する場合

共通
東京海上日動火災保険株式会社 一般社団法人　日本損害保険協会

そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
保険に関するご意見・ご相談は
東京海上日動火災保険株式会社　公務第二部文教公務室
〒 102-8014　東京都千代田区三番町 6－ 4
TEL：03-3515-4133
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動損害サービス担当拠点
0120-789-101（フリーダイヤル）

（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00）
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。

東京海上日動火災保険（株）は、保険業法に基づく金融庁長官の指
定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会
と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない場合に

は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022808<通話料有料>
IP 電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。
受付時間：平日午前 9時 15分～午後 5時

（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

注意
喚起情報

ご加入内容確認事項（意向確認事項）
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容で

あること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。

1．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、
ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）、保険金をお支払いする主な場合
□保険期間（保険のご契約期間）
□保険金額（ご契約金額）、免責金額（自己負担額）
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方

2．集計報告書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、集計報告書等を訂正して
ください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたらガイドブック等記載のお問い合わせ先までご連絡
ください。
【留学生補償保険】
□集計報告書等の「生年月日」、または「満年齢」欄は正しくご記入いただいていますか？
□集計報告書等の「職業・職務等」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか？

3．重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）の内容についてご確認いただきましたか？
特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知

義務」、「補償の重複に関するご注意＊」が記載されていますので必ずご確認ください。
＊例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
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●ご加入の際のご注意
①告知義務（ご加入時に代理店または引受保険会社に重要な事項
を申し出ていただく義務）等

・集計報告書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する
重要な事項（告知事項）です。ご加入時に集計報告書等に正確
に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれ
らに事実を記載しない場合はご加入を解除することがありま
す。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことが
ありますので、ご注意ください（代理店には告知受領権があり
ます。）。傷害保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項
となります（各種賠償責任保険、サイバーリスク保険における
告知事項その他詳細は集計報告書等をご確認ください。）。
【学生・生徒災害傷害保険】
●被保険者（保険の対象となる方）数

・加入される方（団体の構成員）の氏名、学籍番号、学科につい
ても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
【留学生補償保険】
職業・職務＊1、公的医療保険制度、被保険者（保険の対象とな
る方）数が告知事項かつ通知事項（☆）となります。生年月日
が告知事項（★）となります。
＊1��新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を

含みます。
②死亡保険金受取人の指定：死亡保険金は法定相続人にお支払い
します。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得
てください。また、同意のないままにご加入をされた場合には
ご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望され
る場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。

③ご契約内容および事故報告内容の確認について：損害保険会社
等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の
発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支
払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険
者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況に

ついて一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等
により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用い
ません。ご不明の点は、弊社にお問い合わせください。
④補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契
約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあり
ます。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご
契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保
険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限
度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

●ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管：加入証は加入内容を確認する大切な
ものです。加入証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容に
なっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入証が到着するまでの間、集計報告書控等、加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明
な点があれば、ご加入の代理店または保険会社までお問い合わ
せください。
②通知義務（ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に代理店ま
たは保険会社に連絡していただく義務）
・集計報告書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更
が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または保険会社
にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険
金が削減される、または、ご加入を解除し、保険金をお支払い
できないことがあります。また、学生・生徒災害傷害保険に
おいては、次の変更が生じた場合も、遅滞なくご通知ください。

（1）被保険者が学校における在籍期間を変更する場合
（2）被保険者が退学する場合
（3）被保険者が保険期間中に通算して6ヶ月以上休学または留年
した場合（（3）については保険期間終了前にご通知ください）

（※）ただし、サイバーリスク保険の通知義務については、以下
のとおりです。

共通
東京海上日動火災保険株式会社 一般社団法人　日本損害保険協会

そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）
保険に関するご意見・ご相談は
東京海上日動火災保険株式会社　公務第二部文教公務室
〒 102-8014　東京都千代田区三番町 6－ 4
TEL：03-3515-4133
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動損害サービス担当拠点
0120-789-101（フリーダイヤル）

（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00）
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。

東京海上日動火災保険（株）は、保険業法に基づく金融庁長官の指
定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会
と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険（株）との間で問題を解決できない場合に
は、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）

0570-022808<通話料有料>
IP 電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。
受付時間：平日午前 9時 15分～午後 5時

（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）

注意
喚起情報

ご加入内容確認事項（意向確認事項）
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容で

あること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。

1．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、
ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）、保険金をお支払いする主な場合
□保険期間（保険のご契約期間）
□保険金額（ご契約金額）、免責金額（自己負担額）
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方

2．集計報告書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、集計報告書等を訂正して
ください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたらガイドブック等記載のお問い合わせ先までご連絡
ください。
【留学生補償保険】
□集計報告書等の「生年月日」、または「満年齢」欄は正しくご記入いただいていますか？
□集計報告書等の「職業・職務等」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか？

3．重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）の内容についてご確認いただきましたか？
特に「注意喚起情報のご説明」には、「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知

義務」、「補償の重複に関するご注意＊」が記載されていますので必ずご確認ください。
＊例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。

16 P40 ●賠償責任保険のご注意
・ 賠償責任保険金等のお支払いにつ

いて
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～個人情報の取扱いに関するご案内～
保険契約者である一般財団法人職業教育・キャリア教育財団は引受保険会社に本保険の加入申し込みに関する個人情報を提供いたし

ます。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サー
ビスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・
提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務
の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利
用すること

③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、
共同して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の情報を含み
ます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること

詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)　および他の引受保険会社のホーム
ページをご参照ください。

（3）被保険者が保険期間中に通算して6ヶ月以上休学または留年
した場合（（3）については保険期間終了前にご通知ください）

（※）ただし、サイバーリスク保険の通知義務については、以下
のとおりです。

・集計報告書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が
生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店ま
たは引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保
険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容に
よってご契約を解除することがあります。

③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日
より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対
象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があ
りますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能
なケースがありますので、ご加入の代理店または保険会社まで
お問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連
絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨を
お伝えいただきますようお願いいたします。

●賠償責任保険のご注意
・この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次の
とおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基
づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を
差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて
保険金をお支払いします。

・保険会社破綻時の取扱い（施設賠償責任保険・生産物賠償責任保
険・受託者賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険・サイバー
リスク保険）
引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模
法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法
人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る））ま
たはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則と
して80％（破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまで
に発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償さ
れます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこと
とされているもののうち、その被保険者に係る部分については、
上記補償の対象となります。

・賠償責任保険金等のお支払いについて
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を
除き、次の①から③までの場合に限られます。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行って
いる場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認で
きる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金
を支払う場合

●その他ご注意していただきたい点
・この保険は学生・生徒数に基づいて保険料を算出します。ご加入
に際しては、保険料算出基礎数字である学生・生徒数を集計報告
書に正しくご記入ください。なお、学生・生徒災害傷害保険、留学
生補償保険、インターンシップ活動賠償責任保険、医療分野学生生
徒賠償責任保険にご加入の際には、学生・生徒数をご記入いただき、
学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、個人情報漏え
い保険、サイバーリスク保険にご加入の際には、2021年度に文部
科学省が実施した学校基本調査で回答した学生・生徒数をご記入
ください。
・この保険は一般財団法人職業教育・キャリア教育財団を保険契約
者とし一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修
学校・各種学校およびそこに在籍する学生生徒等を被保険者とす
る専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、総合生活保険（こ
ども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受
託者賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、サイバーリスク保
険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する
権利等は原則として一般財団法人職業教育・キャリア教育財団が
有します。
・このガイドブックは、専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、
総合生活保険（こども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償
責任保険および受託物賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、
サイバーリスク保険の内容について説明したものです。ご加入に
あたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細
については各学校にお渡ししてある解説に記載されている約款に
よりますが、ご不明な点がございましたら取扱代理店または東京
海上日動にご照会ください。なお、ご加入者と被保険者（保険の対
象となる方または補償を受けることができる方）が異なる場合に
は、ご加入者よりこのパンフレットの内容を被保険者にご説明い
ただきますようお願いいたします。
・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締
結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。従いまして、取
扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保
険会社と直接契約されたものとなります。
●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解
除することができます。この場合には、全部または一部の保険金を
お支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づ
く保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢
力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の
行為があった場合� 等
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総総合合生生活活保保険険  商商品品改改定定ののごご案案内内  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

現在ご加入いただいております総合生活保険について、2021年10月１日以降始期契約より商品を改定させて

いただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご

理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、保険料等が変更となる場合がございますので、募集パンフレット等を併せてご確認いただき、ご不明な点

や詳細につきましては代理店または弊社までお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 

敬 具 
  
 
■■主主なな改改定定点点  
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。 

変更する補償 

①こども総合補償 

  
変更する補償 

改定項目 概要 
① 

○ 
「特定感染症危険補
償特約」の補償拡大 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感
染症法）」の改正により新型コロナウイルス感染症*1 が感染症法上の「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏ま
え、新型コロナウイルス感染症*1 を引き続き補償対象とする約款改定を
行います。*2 
 
※新型コロナウイルス感染症*1 は、2020 年 2 月 1 日より補償対象としており

ます。既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降

に新型コロナウイルス感染症*1 を発病された場合は、代理店または弊社ま

でご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初

日からその日を含めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いで

きませんのでご注意ください。 
 

*1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限ります。）であるものに限ります。 

*2 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。 

○ 
個人賠償責任補償特
約の保険料の改定 

直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保
険料を改定します。 

 

このご案内は、2021 年 10 月 1 日以降始期の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたって

は、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問

い合わせください。 

07ut-GJ05-20016-202102 

必ずお読みください 

総総合合生生活活保保険険のの  
22002211年年1100月月11日日以以降降始始期期契契約約ののごご加加入入者者様様  

2022 年 1 月 
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～個人情報の取扱いに関するご案内～
保険契約者である一般財団法人職業教育・キャリア教育財団は引受保険会社に本保険の加入申し込みに関する個人情報を提供いたし
ます。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サー
ビスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・
提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務
の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利
用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、
共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の情報を含み
ます。）をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)　および他の引受保険会社のホーム
ページをご参照ください。

・集計報告書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が
生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店ま
たは引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保
険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容に
よってご契約を解除することがあります。

③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日
より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対
象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があ
りますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能
なケースがありますので、ご加入の代理店または保険会社まで
お問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連
絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨を
お伝えいただきますようお願いいたします。

●賠償責任保険のご注意
・この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次の
とおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基
づいて保険金をお支払いします。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を
差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて
保険金をお支払いします。

・保険会社破綻時の取扱い（施設賠償責任保険・生産物賠償責任保
険・受託者賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険・サイバー
リスク保険）
引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模
法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法
人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る））ま
たはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険
契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則と
して80％（破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまで
に発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償さ
れます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこと
とされているもののうち、その被保険者に係る部分については、
上記補償の対象となります。

＜保険金請求の際のご注意＞
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保
険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険
金請求権（費用保険金に関するものを除きます。）について、先取
特権を有します（保険法第22条第1項）。「先取特権」とは、被害
者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または
被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対
して保険金をご請求いただくことができます（保険法第22条第2
項）。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費
用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了
解ください。

①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行って
いる場合

②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認で
きる場合

③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金
を支払う場合

●その他ご注意していただきたい点
・この保険は学生・生徒数に基づいて保険料を算出します。ご加入
に際しては、保険料算出基礎数字である学生・生徒数を集計報告
書に正しくご記入ください。なお、学生・生徒災害傷害保険、留学
生補償保険、インターンシップ活動賠償責任保険、医療分野学生生
徒賠償責任保険にご加入の際には、学生・生徒数をご記入いただき、
学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、個人情報漏え
い保険、サイバーリスク保険にご加入の際には、2021年度に文部
科学省が実施した学校基本調査で回答した学生・生徒数をご記入
ください。

・この保険は一般財団法人職業教育・キャリア教育財団を保険契約
者とし一般財団法人職業教育・キャリア教育財団賛助会員の専修
学校・各種学校およびそこに在籍する学生生徒等を被保険者とす
る専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、総合生活保険（こ
ども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受
託者賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、サイバーリスク保
険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する
権利等は原則として一般財団法人職業教育・キャリア教育財団が
有します。

・このガイドブックは、専修学校各種学校学生・生徒災害傷害保険、
総合生活保険（こども総合補償）、施設賠償責任保険、生産物賠償
責任保険および受託物賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険、
サイバーリスク保険の内容について説明したものです。ご加入に
あたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細
については各学校にお渡ししてある解説に記載されている約款に
よりますが、ご不明な点がございましたら取扱代理店または東京
海上日動にご照会ください。なお、ご加入者と被保険者（保険の対
象となる方または補償を受けることができる方）が異なる場合に
は、ご加入者よりこのパンフレットの内容を被保険者にご説明い
ただきますようお願いいたします。

・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締
結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。従いまして、取
扱代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保
険会社と直接契約されたものとなります。

●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解
除することができます。この場合には、全部または一部の保険金を
お支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づ
く保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合

・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢
力に該当すると認められた場合

・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の
行為があった場合� 等

 

 
 
 
 
 
 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

総総合合生生活活保保険険  商商品品改改定定ののごご案案内内  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

現在ご加入いただいております総合生活保険について、2021年10月１日以降始期契約より商品を改定させて

いただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご

理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、保険料等が変更となる場合がございますので、募集パンフレット等を併せてご確認いただき、ご不明な点

や詳細につきましては代理店または弊社までお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 

敬 具 
  
 
■■主主なな改改定定点点  
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。 

変更する補償 

①こども総合補償 

  
変更する補償 

改定項目 概要 
① 

○ 
「特定感染症危険補
償特約」の補償拡大 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感
染症法）」の改正により新型コロナウイルス感染症*1 が感染症法上の「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏ま
え、新型コロナウイルス感染症*1 を引き続き補償対象とする約款改定を
行います。*2 
 
※新型コロナウイルス感染症*1 は、2020 年 2 月 1 日より補償対象としており

ます。既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降

に新型コロナウイルス感染症*1 を発病された場合は、代理店または弊社ま

でご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初

日からその日を含めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いで

きませんのでご注意ください。 
 

*1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限ります。）であるものに限ります。 

*2 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。 

○ 
個人賠償責任補償特
約の保険料の改定 

直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保
険料を改定します。 

 

このご案内は、2021 年 10 月 1 日以降始期の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたって

は、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問

い合わせください。 

07ut-GJ05-20016-202102 

必ずお読みください 

総総合合生生活活保保険険のの  
22002211年年1100月月11日日以以降降始始期期契契約約ののごご加加入入者者様様  

2022 年 1 月 
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 東京海上日動火災保険株式会社
	 三井住友海上火災保険株式会社	 損害保険ジャパン株式会社
	 （2022年4月1日現在）
インターンシップ活動賠償責任保険、個人情報漏えい保険、サイバーリスク保険につきましては、東京海上日動火災保険㈱の単独引受となります。
＜引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱い＞

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、
経営が破綻した場合には、保険業法の規定に基づく「損害保険契約者保護機構」の補償については下記のとおりとなります。専修学校各種学
校学生・生徒災害傷害保険（施設賠償責任保険を除く）、総合生活保険（こども総合補償）は、保険期間が1年以内の場合原則として80％（破
綻保険会社の支払停止から3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％）、保険期間1年超の場合は原則として
90％まで補償されます。引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年
間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は90％を下まわります。

施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険・学校教育活動賠償責任保険・サイバーリスク保険は、引受保険会社の経営
が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人（日本における
営業所等が締結した契約に限る））またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、
保険金、返れい金等は原則として80％（破綻保険会社の支払停止から3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については
100％）まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約者であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされてい

るもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
詳細につきましては、東京海上日動火災保険（株）までご照会ください。
＜共同保険に関する取扱い＞

学生・生徒災害傷害保険、留学生補償保険、医療分野学生生徒賠償責任保険、学校施設賠償責任保険、学校教育活動賠償責任保険につきましては、
以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険（株）が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約
締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては団体窓口にご確
認ください。
＜引受保険会社＞

幹事会社　東京海上日動火災保険（株）　　　　三井住友海上火災保険（株）　　　　　損害保険ジャパン（株)

●引受保険会社一覧●

●お問合せ・連絡先●

引受保険会社（幹事）東京海上日動火災保険株式会社
（担当課）公務第二部文教公務室
〒102－8014 東京都千代田区三番町6-4　TEL 03（3515）4133（直）

一般財団法人職業教育・キャリア教育財団
保 険 事 業 取 扱 代 理 店　株式会社 第一成和事務所
〒 103 － 8214 東京都中央区日本橋久松町 11 番 6 号 日本橋 TS ビル 8F
 TEL 03（3669）2831　FAX 03（3667）9037
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